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１ 目  的 

 この基準は，電気設備工事の施行について，契約図書に定められた工期，工事目的物

の出来形及び品質規格の確保を図ることを目的とする。 

 

２ 適  用 

 この基準は京都市上下水道局が上下水道事業として施行する電気設備工事について

適用する。ただし，工事の種類，規模，施工条件等より，この基準によりがたいときは

監督員の指示により他の方法によることができる。 

 

３ 構  成 

              工程管理 
 
                       測定による出来形管理 
    施工管理      出来形管理    
    (工事写真を含む)           工事写真による出来形管理 
 
              品質管理     試験（測定）等による品質管理 
 
 

４ 管理の実施 

(1) 請負者は，施工管理を実施するに当たって，監理技術者又は，主任技術者及び施工

管理計画を定めなければならない。 

(2) 監理技術者は，当該工事の施工管理を掌握し，常に監督員と連絡を取り，的確な管

理が請負者の自主性の下に行われるようにしなければならない。 

(3) 請負者は，測定（試験）等を，工事の施行と並行してできるだけ早い時期に行い，

管理の目的が達せられるようにしなければならない。 

(4) 請負者は，管理資料を，測定（試験）のつどその結果を逐次管理図表等に記録し，

定期的に監督員に提出し，確認を受けなければならない。 

 

５ 管理項目及び方法 

(1) 工程管理は，工事一般仕様書「施工計画書」の規定によるものとする。 

(2) 出来形管理は，基準値と測定結果を対比して記録した施工管理記録を作成する。な

お，出来形管理の対象項目等は各章ごとに定めるものによる。 

(3) 品質管理は，本基準（工場製品編）により実施し，その管理内容に応じた方法で管
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理するものとする。 

 試験区分で必須となっている試験項目は，全面的に品質管理を実施するが，その他

となっている試験項目は特記仕様書又は監督員の指示した場合に実施するものとする。 

(4) 前項に定めるもののほか，管理対象項目を追加するときは，監督員と協議の上実施

すものとする。 

 

６ 基準値 

出来形管理における最終測定結果は，それぞれ各章ごとに定める基準値を満足しなけ

ればならない。 

 

７ その他 

(1) 工事写真について 

 工事写真は，工事一般仕様書に規定する「工事記録写真撮影要領」に基づき，各工

事の施行段階及び完成後明視できない箇所の出来形寸法，施工状況，品質管理状況及

び延長等に重点を置いて撮影し，整理するものとする。 

(2) 施工管理資料について 

 原則として適切な保管を行い，監督員の指示があれば速やかに提示するものとする。 

(3) 出来高管理について 

 工事の出来高は，定期的に請負者において把握し，必要なる段階ごとに監督員の確

認を受けておくものとし，監督員の指示により，速やかに下記の出来高関係資料を提

出するものとする。 

ｱ 出来形に関する実施図面（数量計算の根拠となる施工図等） 

ｲ 不可視部分の施工資料（工事写真，管理日報，記録等） 

ｳ 出来高数量計算書 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

共通項目 
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検  査  対  象 

工   種 項   目 
規   格   値 摘    要 

(1) 据付手順 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 機器の搬入 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 機器の保管 

 ｱ 据付工事は原則として，監督員の

承諾を得て行う。 

ｲ 施工の点検及び立会いは，工事一

般仕様書「監督員による検査（確認

を含む）及び立会い等」に基づき実

施するものとする。ただし監督員の

立会いが何らかの事情で不可能な

ときで，かつ，工程管理上支障を来

たす恐れがあるときは，監督員の承

諾を受けた上で監理技術者が行っ

た記録等による確認にかえること

ができる。 

 

 

ｱ 機器搬入にあたっては，搬入日時，

搬入経路，搬入口等を事前に監督員

に報告する。 

ｲ 現地搬入にあたっては，機器材料

搬入簿を提出し，監督員の確認を受

けるものする。 

ｳ 各機器の荷卸し，小運搬にあたっ

ては，変形，ねじれ等がおきぬよう

十分注意すると共に既設構造物，既

設機器等に損傷を与えないよう十

分な仮設養生を行うものとする。 

ｴ 重機使用にかかわる作業は，作業

範囲の立入禁止，合図の確認，ワイ

ヤロープ，用具類の点検及び地盤の

確認等を行うものとする。 

 

 

ｱ 機器の仮置きが長期に渡るとき

は，汚損，腐蝕防止等の適切な仮養

生を行い，湿気の少ない場所を選定

し保管しなければならない。 

ｲ 仮置きをするときには，原則とし

て室内とすること。又，仮置き中に

は仮置き台からの転倒，他機器など

による損傷がおこらないように十

分保護するものとする。 
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検  査  対  象 

工   種 項   目 
規   格   値 摘    要 

(4) 据付基礎及び

点検 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) 各種試験及び

試運転 

 

 ｱ 基礎の構造は，原則として，施工

時に監督員の承諾を得て行う。 

ｲ 基礎の築造にあたっては，事前に

機器の静・動荷重と床の積載荷重と

の確認を行うものとする。 

ｳ コンクリートのはつりを必要とす

るときは，監督員を通じて土木・建

築監督員と十分な調整のもとに，例

えばダイヤモンドカッタ等を使用

し，土木・建築構造物をできるだけ

損傷させない工法で施工するもの

とする。 

ｴ 他工事との取合いは，原則として

設計図書によるものとする。ただ

し，他工事で当該基礎図のごとく施

工されていないときは，監督員の承

諾を得て施工するものとする。 

 

 

ｱ 各種試験及び試運転については，

総合試運転機器チェックリストに

従い，単体試験・組合せ試験を実施

するものとする。 

ｲ 工事一般仕様書「総合試運転」に

準拠し実施するものとする。 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

電気設備施工管理基準（現場編）  

 

【 下 水 道 編 】 



 施工管理基準（現場編） 
  目   次 

 

  第１章  機器据付 

   第１節  配電盤及び機器の据付……………………………………………………１．１－１ 

   第２節  計装機器の据付……………………………………………………………１．２－１ 

   第３節  自家発電機器の据付………………………………………………………１．３－１ 

 

  第２章  電 路 

   第１節  屋内電線路（屋外電線路）………………………………………………２．１－１ 

   第２節  地中電線路…………………………………………………………………２．２－１ 

   第３節  架空電線路…………………………………………………………………２．３－１ 

   第４節  光ファイバケーブル配線…………………………………………………２．４－１ 

   第５節  電路の絶縁…………………………………………………………………２．５－１ 

 

  第３章  接地工事 

   第１節  接地工事……………………………………………………………………３．１－１ 

 

  第４章  特殊場所工事 

   第１節  特殊場所工事………………………………………………………………４．１－１ 

 

  第５章  関連工事 

   第１節  関連工事……………………………………………………………………５．１－１ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１章  機 器 据 付 



 



検 査 対 象 

工   種 項    目 
規    格    値 摘   要 

第１節 配電盤及び 
機器の据付 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

測 定 項 目 規格値 測定基準 測定基準参考図

水  平  差 

列盤全体で

2mm以内 

 盤ベース又は盤

架台上部を水準器

を用いて測定する

こと。 

盤 内 構 造 な し 目視にて確認 

特 高 閉 鎖 配 電 盤 

高 圧 閉 鎖 配 電 盤 

低 圧 閉 鎖 配 電 盤 

コントロールセンタ 

補 助 継 電 器 盤 

制 御 盤 

直 流 電 源 盤 

監 視 盤 類 

 盤 間 の 隙 間 な し 

 

目視にて確認 

現 場 操 作 盤 

（自立形） 
2mm/m以内

盤架台上部を水

準器を用いて測定

すること。 

（スタンド形） 

水 平 差 

（前,横倒れ） 
な し 目視にて確認 

据付高さ 

(盤長さ１ｍ以下)

承諾図によ

る 

盤底部より床面

又は地面までの寸

法を測定するこ

と。 

据付高さ 

(盤長さ１ｍ以上)

承諾図によ

る 

盤中心より床面

又は地面までの寸

法を測定するこ

と。 

現 場 操 作 盤 

（壁 掛 形） 

水  平  差 

（前,横倒れ） 
な し 目視にて確認 

変 圧 器 水  平  差 2mm以内 

本体又はベース

上を水準器を用い

て測定すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．１－１ 

ギャップ 

 2mm/m以内と 

 する。 

 



検 査 対 象 

工   種 項    目 
規    格    値 摘   要 

第２節 計装機器の据付

 

 

測 定 項 目 規格値 測定基準 測定基準参考図

・共 通 項 目 正しい動作がで
きる状態か。 
 
 

取付け,取外し
が容易に行える
か。 

── 
 
 
 

── 

位置をスケール
により測定するこ
と。 
 
目視で確認する

こと。 

 

・導  圧  管 ・勾 配 
 
・漏 れ 

１／１０ 
 
使用圧 

勾配をスケール
で実測すること。 
 
石けん水等にて

漏れのないこと
を,目視で確認す
ること。 

 

 

１．２－１ 

測  定  項  目 規 格 値 測 定 基 準 測定基準参考図

・流  量  計 下表の直線部の長
さは数値以上とする
こと。 
 

─── 流量計の種類によ
り異なるため,下記
表で測定を行うこ
と。 

 

 

流 量 計 の 種 類 直 線 部 の 長 さ 

せ き 式 上流側（せき板幅の４～５倍） 

オ リ フ ィ ス 式 
上流側(10D),下流側(5D)。 

 ただし，参考値。注２参照 

パ ー シ ャ ル フ リ ュ ー ム 式 上流側（スロート幅の10～15倍） 

パーマ・ボーラスフリューム式 上流側(10D)，下流側(2D) 

電 磁 式 上流側(5D),下流側(2D),注３参照 

超 音 波 式 上流側(10D),下流側(5D),注３,４参照 

閉 き ょ ・ 管 き ょ 式 上流側(20B･20D),下流側(10B･10D) 

注１ Ｂは開きょ幅,Ｄは管きょ・管等の内径を示す。 

 ２ オリフィスの上流側,下流側の直線長は,配管の構造によって測定誤差が大幅に変わ 

るので,JIS Z 8762にしたがって設置施工をすること。 

３ 配管を構成する各部継手順,弁類に対する直線長は,JIS B 7554(電磁流量計)及び 

 JEMIS032(超音波流量計)を参照。 

４ 気体の場合,直線長は,上流側15D,下流側5D以上が必要である。直線長がとれない 

 場合は,２側線法を検討する。 



 

１．２－２ 

検 査 対 象 

工   種 項    目 
規    格    値 摘   要 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

測  定  項  目 規 格 値 測 定 基 準 
測定基準 
参考図 

水  質  計  器 

Ｐ    Ｈ    計 
 
 
 
Ｏ Ｒ Ｐ 計 
 
 
 
汚 泥 濃 度 計 
 
 
 
溶 存 酸 素 計 

 
 
 

Ｍ Ｌ Ｓ Ｓ 計 
 
 
 

Ｕ Ｖ 計 
 
 

全Ｎ・全Ｐ計 
 

りん 窒素 
or 

ＴＮ・ＴＰ 

流   速 
 
 
検出器取付 
 
 
 
 
 
 
 
 
検出器浸漬深さ 
 
 
試料水の導入流量 
 
 
試料水の導入圧力 
 
 
空気配管 
 
 
サンプリング配管 
 
 
周囲条件 

─── 
 
 

─── 
 
 
 
 
 
 
 
 

─── 
 

 
─── 

 
 
─── 

 
 

─── 
 
 
─── 

 
 

─── 

検出場所が適正な流
速になっていること。 
 
測定液を代表する場

所になっていること。 
 
気泡，汚泥，ガス等

の影響を受けないこ
と。 
 
振動の少ない場所で 

あること。 
 
 
適正な深さになって

いること。 
 
適正な流量になって

いること。 
 
適正な圧力になって

いること。 
 
途中にＵ字部を作ら

ないこと。 
 
短くし，曲管のない 

ようにすること。 
 
仕様書どおりの測定

条件になっていること。 

 

測  定  項  目 規 格 値 測 定 基 準 
測定基準 
参考図 

水    位    計 

・発信器等の据付 
 
 
 
 フ ラ ン ジ 部 
 
･レベル計の深さ 
 
･導 圧 管 
 （ＳＧＰ－Ｗ） 
 
 
 
･空 気 配 管 

・ボルトの締付 
 
・パッキンの挿入 
 
・防波管の取付 
 
・正 規 位 置 
 
 
・勾 配 
 
 
 
・空 気 漏 れ 
 

── 
 

── 
 

── 
 
図面による
 
 
下 り 勾 配
 
 
 
使 用 圧

目視で確認すること。 
 

同 上 
 

同 上 
 
正規の深さをスケー

ル等で測定すること。 
 
下り勾配になってい

るか,スケールにより
測定すること。 
 
石けん等にて漏れがな

いか,目視にて確認する
と。 

 

 



 

１．３－１ 

検 査 対 象 

工   種 項    目 
規    格    値 摘   要 

第３節 1 自家発電機器

の 据 付 

(ディーゼル機関)

 
測 定 項 目 規 格 値 測 定 基 準 測定基準参考図 

ベースプレート 

（調整ライナ

ー） 

水平度 

 

 

 

0.5mm/m以内 

 

 

1mm/m以内 

 

 

 

 

 

 

 

 

共 

 

 

通 

 

 

台 

 

 

板 

防振装置沈み代

の差 

±2％以内  配管及び配線工

事終了後防振装置

の沈み代目を測定

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発

電

機

エ

ン

ジ

ン

間 

カップリング部

の面,芯振れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

面，芯とも 

±0.1mm以内 

a ダイヤルゲージ

を用いてエンジ

ン側を基準とし

て発電機の面,

芯振れを計測す

る。 

 

b 面,芯とも上下

左右の４箇所を

測定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 クランク軸のデ

ィフレクション 

 

 
Δα＝ 

 
 
 
 
ｓ：ピストン
 ストローク

(mm)
 
 
 

a ディフレクショ

ンゲージをクラ

ンクアーム間に

取り付け,各シ

リンダーごとに

ディフレクショ

ンを測定する。

 

b クランク軸を回

転し,左図の位

置での数値を記

録する。 

 
 

回転 

補機 

水 平 度 0.5mm/m以内  本体加工面又は台
板等の加工面で水
平度を測定する。 

ベースプレートと同様 

静止 

補機 

水平度または垂
直度 

 本体加工面で水
準器を用いて測定
する。 

 

                             （日本内燃力発電設備協会）

ｓ

10,000
  以内デ

ィ
ー
ゼ
ル
機
関 

0.5mm以内 

基 礎

レベル 

１ｍ 

ベースプレー 

ラバー 

10㎝±2％ 
 
H 
 
  10.2㎝ 
     ～ 
  9.8㎝ 

すきま 

リーマボルトと
キャッスルナット

面揺れ計測用 

芯揺れ計測用

計 測 位 置 
       A 

  中心 
 ブ レ 

100㎝

0.1mm以内  
A-B:0.1mm以内 

  
下 

 
右

  
左 

  
上 

  
× 

   
インジゲータ取付点 

     D 
測定点Ｘ＝  － 
      ２ 

 
①

 
②

 
③

  
④

  
⑤ 

      B 



 

１．３－２ 

検 査 対 象 

工   種 項    目 
規    格    値 摘   要 

2 自家発電機器 
の 据 付 

(ｶ゙ ｽﾀー ﾋ゙ ﾝ発電装置) 
  防 振 装 置 付 

 
測 定 項 目 規 格 値 測 定 基 準 測定基準参考図 

共 

 

通 

 

台 

 

板 

ベースプレート 

（調整ライナー） 

 

水平度 

 

 

 

 

1mm/m以内 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発
電
機
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
間 

カップリング部

の面,芯振れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

軸芯 

0.3mm以内 

 

面芯 

0.5mm以内 

 

a ダイヤルゲージ

を用いてエンジ

ン側を基準とし

て発電機の面,

芯振れを計測す

る。 

 

b 面,芯とも上下

左右の４箇所を

測定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

回
転
補
機 

水 平 度 1mm/m以内  本体加工面又は
台板等の加工面に
て水平度を測定す
る。 

ベースプレートと同様 
 

静
止
補
機 

水平度又は垂直
度 

 本体加工面で水
準器を用いて測定
する。 

 
 

                             （日本内燃力発電設備協会）

 

  
 

1mm以内 

基 礎

レベル 

１ｍ 

リーマボルトと
キャッスルナット

面揺れ計測

芯揺れ計測用

計 測 位 置 
        

  

軸 

芯 

100㎝

0.3 m m
以内 

  
下 

 
右

  
左 

  
上 

   A 

   B    A -  B  ： 0 . 5 m m 



 

１．３－３ 

検 査 対 象 

工   種 項    目 
規    格    値 摘   要 

3 自家発電装置 
保有距離 

 

 自家発電機室は,受配電機器の配置,増設あるいは修繕時の機器の搬出入,据付,保守点検等に 
必要な広さとする。 
なお,下記表に示す法定保有距離以上を確保しなければならない。 

 
                    各機器の法定保有距離 
 

  
 

保有距離を確保しなければならない部分 保  有  距  離 

相 互 間 1.0ｍ以上 発電機と内燃機関を連

結したもの 周 囲 0.6ｍ以上 

操 作 面 1.0ｍ以上 

点 検 面 
0.6ｍ以上。ただし,点検に支障をとらない

部分については,この限りでない。 
操    作   盤 

換 気 面 0.2ｍ以上 

操 作 面 1.0ｍ以上 

点 検 面 

0.5ｍ以上。ただし,キュービクル式以外の

変電設備,蓄電池設備又は建築物等と相対す

る部分に1.0m以上 

キュービクル式自家発

電装置の周囲 

換 気 面 0.2ｍ以上 

予熱する方式の機関 

2.0m（常時通電するヒータを持つ機関）。た

だし，防火上有効な遮へい物を設けた場合は,

この限りでない。 

燃料タンクと内燃機関 

（少量危険物該当） 

その他の方式の機関 0.6m以上(常時通電するﾋｰﾀを持たない機関）

消防施工規則12－１－４及び消防庁通達Ｓ50.５－12消防安51による。 

 



 

１．３－４ 

検 査 対 象 

工   種 項    目 
規    格    値 摘   要 

4 騒  音 
 

  
平成８年４月１日 
京都市告示第３２号 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
昭和51年8月24日 
京都府告示第479号 

道路に面しない地域 

時 間 の 区 分 
地域の類型 

昼 間 朝・夕 夜 間 

ＡＡ 45dB以下 40dB以下 35dB以下 

Ａ 50dB以下 45dB以下 40dB以下 

Ｂ 60dB以下 55dB以下 50dB以下 

道路に面する地域 

時 間 の 区 分地域の類型 
昼 間 朝・夕 夜 間

Ａ地域のうち２車線を有する

道路に面する地域 
55dB以下 50dB以下 45dB以下 

Ａ地域のうち2車線をこえる車

線を有する道路に面する地域 
60dB以下 55dB以下 50dB以下 

Ｂ地域のうち２車線以下の車

線を有する道路に面する地域
65dB以下 60dB以下 55dB以下 

Ｂ地域のうち2車線をこえる車

線を有する道路に面する地域 
65dB以下 65dB以下 60dB以下 

注  本環境基準・京都市環境保全基準は,航空機騒音，鉄道騒音及び 

  建設作業騒音には適用しないものとする。 

騒音に係る環境基準の地域の類型指定 

地域の類型 該 当 地 域 

ＡＡ 京都市内該当なし 

Ａ 第１種低層住宅専用地域，第２種低層住居専用地域 

第１種中高層住居専用地域，第２種中高層住居専用地域 

第１種住居地域，第２種住居地域，準住居地域 

Ｂ 近隣商業地域，商業地域，準工業地域，工業地域 

時間の区分 時    間 

昼 間 午前８時から午後６時まで 

朝 午前６時から午前８時まで 

夕 午後６時から午後１０時まで 

夜 間 午後１０時から翌日午前６時まで 

 測定方法は,ＪＩＳＺ８７３１に定める騒音レベル測定方法にる。ま

た測定結果の評価については,原則として中央値を採用するものとす

る。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２章  電   路 



 
２．１－１ 

検 査 対 象 

工   種 項    目 
規    格    値 摘   要 

第１節 屋内電線路 

   (屋外電線路) 

 

 

 

 

 

 

1. 共 通 事 項 ｹｰﾌﾞﾙ工事における 

電圧種別離隔距離 

 

 

 

                                  単位 ㎝ 電技 第189,202,205条

金属管 支持間隔1.5ｍ以下 

ただし，管端，管相互の接続点及びボックスとの 

接続点では，接続点に近い箇所で固定する。 

一般仕様書 

第４章第３節第２条 

合成樹脂管 
管相互及び管とプルボックス等との接続点又は

管端から0.3m以下の箇所で管を固定する。 

一般仕様書 

第４章第３節第３条 

施設の区分 支持間隔(m) 

造営材の側面又は下面におい
て水平方面に施設するもの 

1以下 

人が触れるおそれがあるもの 1以下 

管端、管相互の接続点及び、管
とボックスの接続点 

接続箇所から 
0.3以下 

可とう電線管 

その他 2.0以下 

内規 

 3115-6 

  3120-7 

一般仕様書 

第４章第３節第４条 

施工場所 支持間隔(m) 

水 平 1.5以下 

ケーブルラック 

垂 直 3.0以下 

一般仕様書 

第４章第３節第６条 

本体断面の長辺の長さ(mm) 支持間隔(m) 

300以下 2.4以下 

300～600 2.0以下 

2.支 持 

ケーブルダクト 

600以上 1.8以下 

一般仕様書 

第４章第３節第５条 

金属管 一区間の屈曲箇所は４箇所以内曲角度合計270°以内 

曲げ半径は管内径の６倍以上,曲げ角度は90°以内 

一般仕様書 

第４章第３節第２条 

3.屈     曲 

可とう電線管 曲げ半径は管内径の６倍以上 

二重金属製可とう電線管で露出場所又は点検できる

いんぺい場所であって管の取り外しができる場所は 

管内径３倍以上 

内規 

 3120-6 

 

 

 

 

 

 

 

 低圧 高圧 特高 弱 電

流 

ｶ゙ ｽ管 
水  道
管 

低 圧  
15 60 接 触 

しない 
接 触 
しない 

高 圧   
60 15 15 

特 高    接 触 
しない 

接 触 
しない 

ただし，相互の間に堅ろうな耐火性のある隔壁 
のある場合はこの限りでない。 



 
２．２－１ 

検 査 対 象 

工   種 項    目 
規    格    値 摘   要 

第２節地中電線路    

土冠りは，０．６ｍ以上とする。 一般仕様書     

第４章第４節第６条 

電技第134条 

                        

［表－１］需要場所の地中に施設する管  内規2400-1 

                                        2400-1表 

1. 管路引入式 

     電線路 

 

                         電技第134条 

［表－１］需要場所の地中に施設する管   内規2400-1 

                                  2400-1表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区 分 種   類 
JIS G 3452(配管用炭素鋼鋼管)に規定する鋼管に

防食テープ巻き,ライニングなどの防食処理を施

したもの 
JIS G 3469(ポリエチレン被覆鋼管)に規定するも

の 
鋼 管 

JIS C 8305(鋼製電線管)に規定する厚鋼電線管に

防食テープ巻き,ライニングなどの防食処理を施

したもの 

ｺﾝｸﾘｰﾄ管 JIS A 5303(遠心力鉄筋コンクリート管)に規定す

るもの 
JIS C 8430(硬質ビニル電線管)に規定するもの(Ｖ
Ｅ) 
JIS K 6741(硬質塩化ビニル管)に規定する種類が

ＶＰのもの 
合成樹脂管 

JIS C 3653(電力用ケーブルの地中埋設の施工方

法)付属書１に規定する波付硬質合成樹脂管(FEP) 

陶 管 JIS C 3653(電力用ケーブルの地中埋設の施工方

法)付属書２に規定する多孔陶管 

 

 



 
２．２－２ 

検 査 対 象 

工   種 項    目 
規    格    値 摘   要 

2.地中ケーブル相

互の離隔 

 

 

 

１．地中ケーブル相互の離隔 

(1) 次の地中ケーブル相互間は，相互に堅ろう

な耐火性の隔壁がある場合を除き，30㎝以

下（高圧ケーブルと低圧ケーブルにあって

は15㎝）に接近させてはならない。ただし， 

マンホール及びハンドホールなどの内部で

はこの限りでない。 

  ア．特別高圧ケーブル 

  イ．高圧ケーブル 

  ウ．低圧ケーブル 

 (2) 地中ケーブルと地中弱電流電線とは,地中

ケーブルが堅ろうな不燃性又は自消性のあ

る難然性の管に収められる場合,又は相互に

堅ろうな耐火性の隔壁がある場合を除き,低

圧及び高圧ケーブルでは 30 ㎝以下,特別高

圧では60㎝以下に接近させてはならない。 

一般仕様書 

第４章第４節第４条 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.直接埋設式 

電線路 

直接埋設式電線路 重量物の圧力を受ける場合→1.2ｍ以上 

        上記以外→0.6ｍ以上 

電技 第134条 

4.道路(公道)部の

埋設深さ 

(管路引込式電線路) 

                                    

                                  道路法 

                                  施工分  

                                  第11条７号 

 

5.道路(公道以外)

部の埋設深さ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 地下電線の頂部と路面との距離 

車 道 0.8ｍ以下としない 道路を横断

する場合 
歩 道 0.6ｍ以下としない 

上記以外の道路部 

特に規制なし。 
ただし,埋設する場所は車道以外の部分(歩
道を有しない道路にあっては,路面幅員の
2/3に相当する路面の中央部) 

 

  地下電線の頂部と路面との距離 

道路を横断

する場合 
車道部 1.2ｍ以上 

直接埋設式電線路 

 歩道部 0.6ｍ以上 

道路を横断

する場合 
車道部 

管路引込式電線路 

 歩道部 

JIS C 3653 の管径 200mm 以下
の管を使用したとき舗装下面より
0.3m超える 

 



検 査 対 象 

工   種 項    目 
規    格    値 摘   要 

第３節 架空電線路    

1. 支 持 物 の 施 設 

 

建柱方法 次頁参照 電技 第58条 

2. 架空ケーブルの 

       施設 

 

ｹｰﾌﾞﾙちょう架線 ケーブルハンガーの間隔 

  50cm以下 

   

電技 第65条 

 

3. 架空電線の 
 高さ 

                               電技68 条 

施 設 場 所 低   圧 高   圧 

 絶縁電線 

ケーブル 

高圧絶縁電線 

ケーブル 

横 断(地表上) 6.0 6.0 
道 路 

その他(地表上) 5.0  ※4.0 5.0 

鉄道又は軌道横断(軌道面上) 5.5 5.5 

横断歩道橋 (路面上 ) 3.0 3.5 

水 面 上 船舶の航行等に危険を及ぼさない高さ 

上 記 以 外 4.0 5.0 

説 
 
 
 

明 
 
 
 
 

図 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※は,絶縁電線またはケーブルを使用した対地電圧が150Ｖ以下の低圧架空線であ 

 って屋外照明の用に供するものを交通に支障のないように施設する場合を示す。 

 

※高圧の場合，工場構内などで当該電線（架空ケーブルを除く。）の下方に危険である旨の 

表示をする場合は地表上3.5m以上 
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 水面 
道 路 

鉄道 
または 
軌道 

道 路 
 その他 

道 路 

3.5m     5.0m    
  4.0m 

船舶の航行等に

危険を及ぼさな

い高さ 
5.5m 

5.0m  5.0m    
(4.0m) 

b   p   

 

高
圧 

 

低
圧 

高圧 

低圧 

横断 
歩道橋 
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検 査 対 象 

工   種 項    目 
規    格    値 摘   要 

4.建柱方法  

 電柱の根入れ 

 

  Ｌ：全長 

  Ｗ：設計荷重 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①鉄筋コンクリート柱以外 

 

 

 

 

 

 

 

※水田その他地盤が軟弱な箇所では特に堅ろう

な根かせを施すこと。 

②鉄筋コンクリート柱（水田その他地盤が軟弱な 

箇所以外） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※全長が16m以下の場合，水田その地盤が軟弱 

な箇所では，特に堅ろうな根かせを施すこと。 

電技第５８条 

                 単位：ｍ以上 

 鋼板組立柱 鋼管柱 木柱 

Ｌ≦15m Ｌ×1/6 Ｌ×1/6 Ｌ×1/6 

15m＜Ｌ 2.5 2.5 2.5 

                          単位：ｍ以上 

 Ｗ≦6.86kN 6.86kN＜Ｗ≦9.81kN 9.81kN＜Ｗ≦14.7kN 

Ｌ≦15m Ｌ×1/6 ─── ─── 

15m＜Ｌ≦16m 2.5 ─── ─── 

16m＜Ｌ≦20m 2.8 ─── ─── 

14m≦Ｌ≦15m ── Ｌ×1/6＋0.3 ─── 

15m＜Ｌ≦20m ── 2.8 ─── 

14m≦Ｌ≦15m ── ─── Ｌ×1/6＋0.5 

15m＜Ｌ≦18m ── ─── 3.0 

18m＜Ｌ≦20m ── ─── 3.2 
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検 査 対 象 

工   種 項    目 
規    格    値 摘   要 

5.電線の離隔 架空線が他物と接近する場合                    内規 2200-17 
          2200-5表  側方最小離隔距離         2200-5表 1/4,2/4 
───この図表の見方───────────────────────────────── 
①最小隔離距離欄の斜線は,施設してはならないことを示す。             ○ 

②最小隔離距離欄に「水平」とあるのは,水平隔離距離の意味である。           離隔距離 

③300Ｖを超える低圧電線には,ＤＶ電線と多心型電線の欄は適用できない。         （最短距離）  

④低圧引込線には,多心型電線の欄は適用できない。 

⑤電線に特別高圧絶縁電線を使用した場合は,高圧絶縁電線の欄を適用する。 

⑥架空弱電流電線などには架空弱電流電線と架空光ﾌｧｨﾊﾞｰｹｰﾌﾞﾙが含まれている。 

⑦架空弱電流電線路などには,架空弱電流電線路と架空光ﾌｧｨﾊﾞｰｹｰﾌﾞﾙ線路が  

 含まれている。                                      ○ 

                                        水平離隔距離 

 

垂
直
離
隔
距
離 

最小隔離距離（ｍ） 
他物の種類 

架空電

路線の

種別

施 設 条 件 Ｏ Ｗ

電 線

Ｉ Ｖ

電 線

Ｄ Ｖ 

電 線 
多心型 

電 線 

高圧絶

縁電線
ｹー ﾌ゙ ﾙ

※は,人が容易に触れるおそ
れがないよう施設する場合 

※ 
0.8

※ 
0.8 

※ 
0.8 

※ 
0.8 

低 
 

圧 

構内に施設する300Ｖ以下の
低圧架空電線路で,人が容易
に触れるおそれがないよう施
設する場合 

0.6 0.6 0.6 0.6 

0.4 0.4 上部造営材
及びその他
の造営材 

高圧
 

1.2 
 

0.8 0.4 

 
0.8 0.8 0.8 0.8 0.4 0.4 低 

 

圧 電線を防護具へ収める場合 直接触れなければよい。 

 
1.2 

 1.2 
(0.8)

0.4 

造営物に施
設される簡
易な突出し
看板その他
の人が上部
に乗るおそ
れがない造
営材(以下,
｢突出し造営
材｣という) 

高 
 

圧 電線を防護具へ収める場合
 直接触れなけ

ればよい。 

 
 
 
 
 
構造物 
 
 
 
 
 
 
 

(電技76)

（例外） 
①低圧架空引込線を直接引込んだ造営物の場合及び低圧架空引込線を直接引込んだ造営物 
以外の造営物で工事上やむをえない場合であって,次の各号により施設する場合は,この規定
によらないことができる。  （電技97） 
 ａ ＯＷ電線を使用し,人が触れるおそれがないように施設する場合。 
 ｂ ＤＶ電線,ＩＶ電線,又は高圧絶縁電線を使用し,人が容易に触れるおそれがないように

施設する場合。 
 ｃ ケーブルを使用して施設する場合 
②高圧架空引込線を直接引込んだ造営物に対しては,危険のおそれのない限り,この規定に 
よらないことができる。  （電技99） 

架空弱電流電線な

どが裸電線の場合

 
0.6 0.6 0.6 0.6 0.3 0.3 

 0.6 0.6 0.6 0.6 0.3 0.3 架空弱電流電線な

どがＩＶ電線又は

これと同等以上の

絶縁効力のあるも

の若しくは,通信

用ケーブルの場合

架空弱電流電
線路などの管
理者に承諾を
得た場合 

0.6 0.3 0.3 0.3 0.15 0.15

架空弱 
電流電
線など 
 
 
 
 
 
電技64 
78,97

一般の
場合 

低 
 

圧 

対地電圧が 150Ｖを超える低圧引込線が水平距離で 1m 以内に接近する場合
は,ＩＶ電線,ＤＶ電線,高圧絶縁電線,ケーブル又は直系5mmの硬銅線以上の
太さ及び強さのＯＷ電線弱電流電線などの下方となる場合は不可）を使用し
なければならない。 
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検 査 対 象 

工   種 項    目 
規    格    値 摘   要 

                                    内規 2200-17 
                                                       2200-5表  3/4 
 

最小隔離距離（ｍ） 
他物の種類 

架空電

路線の

種別 

施 設 条 件 Ｏ Ｗ

電 線

Ｉ Ｖ

電 線

Ｄ Ｖ 

電 線 
多心型 

電 線 

高圧絶 

縁電線 
ｹー ﾌ゙ ﾙ

 水 平 
1.2 

 
0.8 0.4 高 

 

圧 

架空弱電流電線路等の 
管理者の承諾を得た場合 1.2  0.8 0.4 

一 

般 

の 

場 

合 

（例外） 
  低高圧架空電線と架空弱電流電線等との垂直離隔距離が６ｍ以上であ

る場合は,この規定によらないことができる。 

低 
 

圧 

2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 － 

 
架空弱電流 
電線等 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
電 技 
 64, 78 

併 

行 

す 

る 

場 

合 

高 
 

圧 

 

2.0 

 

2.0 － 

低圧
 水平

1.0
水平
0.6

水平 
0.6 

水平 
0.6 

水平
0.3 

水平
0.3 

架渉線により施

設するアンテナ 

高圧
 水平 

1.2  水平
0.8 

水平
0.4 

低圧
 

0.6 0.6 0.6 0.6 0.3 0.3 

ア
ン
テ
ナ(
電
技  ) 

その他のアンテナ

高圧
 

1.2  0.8 0.4 

低圧
 

0.6 0.6 0.6 0.6 0.3 0.3 
 
他の低圧電線 
 電 技 
 81,82 高圧

 
1.2  0.8 0.4 

低圧
 

0.6 0.6 0.6 0.6 0.3 0.3 
 
低圧電車線 
 
(電技77) 高圧

 
1.2  0.8 0.4 

低圧
 

1.2 1.2 1.2 0.2 0.2 0.2 高圧絶縁
電線及びｹ
ｰﾌﾞﾙ以外
の電線 高圧

 
1.2  0.8 0.4 

低圧
 

0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 
高 圧 絶
縁電線 

高圧
 

0.8  0.8 0.4 

低圧
 

0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 

 
他 の 
高圧電線
 
 
 
 
 
 
 
 
( 電 技
82,83) ケーブル 

高圧
 

0.4  0.4 0.4 

79 

次のいずれかの場合は,除
く。 
ａ 低高圧架空電線がケー

ブルである場合 
ｂ 架空弱電流電線等が通

信用ｹｰﾌﾞﾙである場合 
ｃ 共架する場合 
ｄ 架空弱電流電線路等の

管理者の承諾を得た場
合 



 

２．３－５ 

検 査 対 象 

工   種 項    目 
規    格    値 摘   要 

                                    内規 2200-17 
                                                       2200-5表 4/4 
 

最小隔離距離（ｍ） 
他物の種類 

架空電

路線の

種別 

施 設 条 件 Ｏ Ｗ

電 線

Ｉ Ｖ

電 線

Ｄ Ｖ 

電 線 
多 心 型 

電線 

高 圧 絶

縁 電 線
ｹー ﾌ゙ ﾙ

低圧
 

1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 
 
高圧電車線 
 
(電技82) 高圧

 
1.2  0.8 0.4 

低圧
 

0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 
 
他の電線の 
支持物 
 

(電技77,78,80,81,82,83) 
高圧

 
0.6  0.6 0.3 

 1.2 0.8 0.8 0.8 0.4 0.4 

低 
 
 
 
 

圧 

１構内だけに施設する300V
以下の低圧架空電線が,水
平距離で,その低圧架空電
線の支持物の地表上高さに
相当する距離以上,構造物,
道路(幅 5m を超えるものに
限る。),鉄道,軌道,索道,架
空弱電流電線等,ｱﾝﾃﾅ,他の
架空電線,又は電車線と離
隔している場合,又は交さ
しない場合で,かつ,電線路
の径間を 30m 以下とする場
合(以下「構内に施設する
300V以下の低圧架空電線路
の施設条件」という。) 

0.6 0.6 0.6 0.6 0.3 0.3 

 
造営物の上部造
営材及びその他
の造営材 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

高圧
 

1.2  0.8 0.4 

 
0.6 0.6 0.6 0.6 0.3 0.3 

低 

圧 電線を防護具へ収める
場合 直接触れなければよい。 

 1.2  0.8 0.4 

 
突出し造営
材及び造営
物以外の工
作物 

高 

圧 電線を防護具へ収める
場合 0.6  直接触れなけ

ればよい。 

低圧 防護具により充電部が容易に露出

しないように電線を防護する場合 
直接触れなければよい。 

建築現場にお
ける仮足場又
はこれに類す
る工作物 

高 

圧 

防護具により充電部が容易に

露出しないよう電線を防護し,

かつ,人が容易に触れるおそれ

がないように施設する場合 

直接触れな
ければよい。  直接触れなけ

ればよい。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
そ 
の 
他 
の 
工 
作 
物  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
電84 
技85 
   90 

（例外）低高圧引込線においては,「建造物」の場合の（例外）の規定を準用することができる。

低 

圧 

 常時ふいている風等により接触しないこと(電線を防

護具に収めた場合又は耐摩耗性を有する電線を使用す

る場合はこの限りでない) 

 
植    物 
 
 
 
 
 
 
（電 技 ８６） 

高   

圧 

 常時ふいている風等

により接触しないこ

と(電線を防護具に

収めた場合又は耐摩

耗性を有する電線を

使用する場合はこの

限りでない) 

 

常時ふいている風等

により接触しないこ

と(電線を防護具に

収めた場合又は耐摩

耗性を有する電線を

使用する場合はこの

限りでない) 



 

２．３－６ 

検 査 対 象 

工   種 項    目 
規    格    値 摘   要 

 架空線が他物の上部で交差する場合                     内規 2200-18 

                             2200-6表  上部最小離隔距離         2200-6表 1/4 

 

 ①最小離隔距離の斜線は,施設してはならないことを示す。 

 ②300Ｖを超える低圧電線には,ＤＶ電線と多心型電線の欄は適用できない。 

 ③低圧引込線には,多心型電線の欄は適用できない。 

 ④電線に特別高圧絶縁電線を使用した場合は,高圧絶縁電線の欄を適用する。 

 ⑤架空弱電流電線などには,架空弱電流電線と架空光ファィバーケーブルが含まれている。 

 ⑥架空弱電流電線路などには,架空弱電流電線路と架空光ファイバーケーブル線路が含まれている。 

 
 

最小隔離距離（ｍ） 
他物の種類 

架空電

路線の

種別 

施 設 条 件 Ｏ Ｗ

電 線

Ｉ Ｖ

電 線

Ｄ Ｖ 

電 線 
多 心 型 

電 線 
高 圧 絶

縁 電 線
ｹー ﾌ゙ ﾙ

低圧
 

5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 
 

鉄 道  軌 道 

（横 断） 

 

（電技６８） 
高圧

 
5.5  5.5 5.5 

(   )は,引込線の場合 6.0 
(5.0)

6.0
(5.0) 

6.0 
(5.0) 

6.0 
(5.0) 

6.0 
(5.0)

6.0 
(5.0)

低 
 
 

圧 
「構内に施設する 300V
以下の低圧架空電線路
の施設条件」により施設
する場合。ただし，交通
に支障のない高さであ
ること。 

4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 

 
6.0  6.0 6.0 

道路を横断 
 
する場合 

高 

圧 

（例 外） 
    氷雪の多い地方においては,電線の積雪上の高さを人,又は車両の
通行などに危険を及ぼさないように保持すること。 

(   )は,引込線の場合 5.0
(4.0)

5.0 
(4.0) 

5.0 
(4.0) 

5.0 
(4.0) 

5.0 
(4.0)

5.0 
(4.0)

低 

圧 

「構内に施設する 300V
以下の低圧架空電線路
の施設条件」により施設
する場合。 

3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 

 5.0  5.0 5.0 

道路と併行 
 
する場合 

高 

圧  

 
 
 
 
 
 
 
道  路

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

電技 
68 
90 
97 

（例 外） 

    低圧引込線で工事上やむを得ない場合は,交通に支障のない場合に限り,支持物に

おける支持点以外の部分の高さはこの規定によらないことができる。この場合におい

て,需要場所の取付け点における高さは,2110-1（低圧構内架空引込線の施設）２項②

の規定によること。 

 

▼ ▼ 

この図表の見方 



 

２．３－７ 

検 査 対 象 

工   種 項    目 
規    格    値 摘   要 

                                    内規 2200-18 
                                                2200-6表 2/4 
 

最小隔離距離（ｍ） 
他物の種類 

架空電

路線の

種別 

施 設 条 件 Ｏ Ｗ

電 線

Ｉ Ｖ

電 線

Ｄ Ｖ 

電 線 
多 心 型 

電 線 

高 圧 絶

縁 電 線
ｹー ﾌ゙ ﾙ

 
4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0

「構内に施設する300V以
下の低圧架空電線路の施設
条件」により施設する場合。

3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0低 
 

圧 （例 外） 
低圧引込線においては,「道路」の場合の（例外）の規定を準用す

ることができる。 

 

田畑・その他 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

電技  68 
      90 
      97 高 

圧 

 
 
 
 5.0  5.0 5.0

低圧
 

船舶の航行などに支障のない高さ 
水  面 

 
 
 

 
 
（電 技  68） 

高 
 

圧 

 
船舶の航行
などに支障
のない高さ 

 
船舶の航行
などに支障
のない高さ

 2.0 2.0 2.0 2.0 1.0 1.0 

低 
 
 

圧 

低圧架空引込線を直接
引込んだ造営物以外の
造営物において工事上
やむを得ない場合
(   )は,人が容易に触
れるおそれがないよう
施設する場合 

2.0 (1.0) (1.0
) 

 (0.5) 0.5
上部造営材 

高 
圧  2.0  2.0 1.0

低圧  0.8 0.8 0.8 0.8 0.4 0.4 

突出し造営
材 高 

圧 

(   )は,人が容易に触れるお
それがないよう施設する場
合 

1.2  (0.8) 0.4 

 
 
 
 
 
 

建 造 物
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

電技 76
      97

（例 外） 

  ① 低圧架空引込線を直接引込んだ造営物の場合であって,次の各号により施設する

場合は,この規定によらないことができる。 

 ａ ＯＷ電線を使用し,人が触れるおそれがないように施設する場合。 

 ｂ ＤＶ電線,ＩＶ電線又は高圧絶縁電線を使用し,人が容易に触れるおそれがない

ように施設する場合。 

 ｃ ケーブルを使用して施設する場合。 

 ② 高圧架空引込線を直接引込んだ造営物に対しては,危険のおそれがない場合に限

り,この規定によらないことができる。（電技99） 

 



２．３－８ 

検 査 対 象 

工   種 項    目 
規    格    値 摘   要 

                                    内規 2200-18 
                                                       2200-6表 3/4 
 

最小隔離距離（ｍ） 
他物の種類 

架空電

路線の

種別 

施 設 条 件 ＯＷ

電線

ＩＶ

電線

ＤＶ 

電線 
多心型

電線 

高圧絶

縁電線
ｹー ﾌ゙ ﾙ

1.0 0.6 0.6 0.6 0.3 0.3 
架空弱電流
電線などが
流電線の場
合 

架空弱電流
電線路など
の管理者の
承諾を得た
場合 

0.6 0.6 0.6 0.6 0.3 0.3 

 0.6 0.6 0.6 0.6 0.3 0.3 

 
 
 
 
 
低 
 
  
圧 
 

架空弱電流
電線路など
の管理者の
承諾を得た
場合 

0.6 0.3 0.3 0.3 0.15 0.15

 
 
 
架空弱電流電線 
など 
 
 
 
 
 
 
 
（電技 78,97） 

 

高圧   1.2 
 

0.8 0.4 

低圧
 

0.6 0.6 0.6 0.6 0.3 0.3 
架渉線により施
設するアンテナ 

高圧
 

1.2  0.8 0.4 

低圧
 

0.6 0.6 0.6 0.6 0.3 0.3 

ア
ン
テ
ナ(
電
技     ) 

その他のアンテナ

高圧
 

1.2  0.8 0.4 

低圧
 

0.6 0.6 0.6 0.6 0.3 0.3 
 
他の低圧電線 
 電 技 
 81,82 高圧

 
1.2  0.8 0.4 

低圧
 

0.6 0.6 0.6 0.6 0.3 0.3 
 
低圧電車線 
 
(電技77) 高圧

 
1.2  0.8 0.4 

低圧 工事上やむを得ない場合に
限る。 

1.2 1.2 0.6 0.6 1.2 0.2 
高圧絶縁
電線及び
ケーブル
以外の電
線 

高圧
 

1.2  0.8 0.4 

低圧 工事上やむを得ない場合に
限る。 

0.8 0.8 0.6 0.6 0.8 0.4 
高 圧 絶
縁電線 

高圧
 

0.8  0.8 0.4 

低圧 工事上やむを得ない場合に
限る。 

0.4 0.4 0.4 0.6 0.4 0.4 

 
他 の 
高圧電線
 
 
 
 
 
 
 
 
( 電 技
82,83) ケーブル 

高圧
 

0.4  0.4 0.4 

79 

架空弱電流電
線などがＩＶ
電線又はこれ
と同等以上の
絶縁効力のあ
るもの若しく
は,通信用のｹー
ﾌﾞﾙの場合 



 

２．３－９ 

検 査 対 象 

工   種 項    目 
規    格    値 摘   要 

                                    内規 2200-18 
                                                       2200-6表 4/4 
 

最小隔離距離（ｍ） 
他物の種類 

架空電

路線の

種別 

施 設 条 件 ＯＷ

電線

ＩＶ

電線

ＤＶ 

電線 
多心型

電線 

高圧絶

縁電線
ｹｰﾌﾞﾙ

低圧 工事上やむを得ない場合に
限る。 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 

 
高圧電車線 
 
(電技82) 高圧

 
1.2  0.8 0.4 

低圧
 

0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 
 
他の電線の 
支持物 
 

(電技77,78,80,81,82,83) 
高圧

 
0.6  0.6 0.3 

 2.0 2.0 2.0 2.0 1.0 1.0 

低  
 
圧 

「構内に施設する 300V
以下の低圧架空電線路
の施設条件」により施設
する場合 

1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 

 
造営物の上部造
営物 
 
 
 
 
 高圧

 
2.0  2.0 1.0 

 
0.6 0.6 0.6 0.6 0.3 0.3 

低 

圧 電線を防護具へ収める場合 直接触れなければよい。 

 1.2  0.8 0.4 

 
突出し造営
材及び造営
物以外の工
作物 

高 

圧 電線を防護具へ収める場合 0.6  直接触れなけ
ればよい。 

低圧 防護具により充電部が容易に露出し

ないように電線を防護する場合 
直接触れなければよい。 

建築現場にお
ける仮足場又
はこれに類す
る工作物 

高 

圧 

防護具により充電部が容易に露

出しないよう電線を防護し,か

つ,人が容易に触れるおそれがな

いように施設する場合 

直接触れな
ければよい。  直接触れな

ければよい。

 
 
 
 
 
その
他の
工作
物  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
電84 
技85 
   90 

（例外）低高圧引込線においては,「建造物」の場合の（例外）の規定を準用することができる。

低 

圧 

 
常時ふいている風等により接触しないこと(電線を防

護具に収めた場合又は耐摩耗性を有する電線を使用す

る場合はこの限りでない) 

 
植    物 
 
 
 
 
 
 
 
 

（電 技 ８６） 

高  

圧 

 常時ふいている風等

により接触しないこ

と(電線を防護具に

収めた場合又は耐摩

耗性を有する電線を

使用する場合はこの

限りでない) 

 

常時ふいている風等

により接触しないこ

と(電線を防護具に

収めた場合又は耐摩

耗性を有する電線を

使用する場合はこの

限りでない) 

 



 
２．３－10 

検 査 対 象 

工   種 項    目 
規    格    値 摘   要 

6.引込線の架空高さ                                    電技第97条第99条 
                                                       内規 2110-1 

2110-3表      
 

7.引入線の離隔 
内規 2110-1 

2110-2表
 

電圧区分 施  設  条  件 電線の高さ 
（ｍ） 

道路(車道と歩道の区分のある道路にあっては車道)の路面上 5.0以上 

鉄道又は軌道のレール面上 5.5以上 

横断歩道橋の路面上 3.0以上 

上記以外の地表上 4.0以上 

道 路 3.0以上 

低  圧 

上記以外,かつ,工事上やむを得ない場合において,交通に支

障のない場合 その他 2.5以上 

道路(農道その他の交通のはげしくない道路及び横断歩道橋を除く。）の路面上 6.0以上 

鉄道又は軌道のレール面上 5.5以上 

横断歩道橋の路面上 3.5以上 

──── 5.0以上 

高  圧 

上記以外の

地表上 工場構内などで当該電線(架空ケーブルを除く。)の下方に危険で

ある旨の表示をしたときの地表上 
3.5以上 

区  分 離 隔 距 離 

上    方 ２ｍ（電線が絶縁電線（高圧絶縁電線,特別高圧絶縁電線を除

く。）である場合は,1.0ｍ，高圧絶縁電線,特別高圧絶縁電線又

はケーブルの場合は0.5ｍ） 
造営物の上

部造営材 
側方又は下方 0.3ｍ（電線が絶縁電線,特別高圧絶縁電線又はケーブルである

場合は0.15ｍ） 

造営物の上部造営材以外の造

営材又は造営物以外の工作物 
0.3ｍ（電線が高圧絶縁電線,特別高圧絶縁電線又はケーブルで

ある場合は0.15ｍ） 

 



検 査 対 象 

工   種 項    目 
規    格    値 摘   要 

第４節 光ﾌｧｲﾊﾞｹｰﾌﾞﾙ 
       配線 
 

   

1. 外観構造，寸法， 
 材料 
 

外観構造 

 

 

寸 法 

承諾図及び外被に傷・変形等，機能に支障をきた

すものがないことを確認する。 

 

承諾図の内容と相違ないことを確認する。 

社団法人 

日本下水道光ﾌｧｲﾊﾞｰ技術協会

下水道光ﾌｧｲﾊﾞｰ技術ﾏﾆｭｱﾙ 

ｹｰﾌﾞﾙ施工編   

工 法 止め間隔 

ロボット工法 標準１ｍ 

サドル工法 標準１ｍ 

引き流し工法 必要に応じ 

サヤ管工法 必要に応じ 

遠心力鉄筋 

ｺﾝｸﾘｰﾄ管工法 
標準１ｍ 情報対応

下水道管

工法 
硬質塩化 

ビニル管工法 
必要に応じ 

2. 支 持 

 

管きょ内 

 

 

 

 

 

 

 

 

マンホール内 

 

 

 

特殊マンホール内 

 

 

 

 

 

 

固定用のサドルは，曲線部及びループ部分で３０

㎝，垂直部及び水平部の直線区間で１ｍ以下とす

る。 

 

垂直に立ち上げる場合は防護サヤ管を設置する。 

垂直に設置された防護サヤ管の定尺長さごとに防

護管の相互間に隙間を残し，ケーブルを直接サド

ルにて固定する。 

最上部の保護管を出てすぐに固定するサドル止め 

間隔は通常の３０㎝から１５㎝にする。 

社団法人 

日本下水道光ﾌｧｲﾊﾞｰ技術協会

下水道光ﾌｧｲﾊﾞｰ技術ﾏﾆｭｱﾙ 

ｹｰﾌﾞﾙ施工編  第４章４.１ 

 

 

 

 

 

ｹｰﾌﾞﾙ施工編  第４章４.６ 

 

 

 

ｹｰﾌﾞﾙ施工編  第４章４.８ 

３．屈 曲 許容曲げ半径 布設時はケーブル外径の２０倍以上 

固定時はケーブル外径の１０倍以上 

 

社団法人 

日本下水道光ﾌｧｲﾊﾞｰ技術協会

下水道光ﾌｧｲﾊﾞｰ技術ﾏﾆｭｱﾙ 

ｹｰﾌﾞﾙ施工編  第４章４.１ 

４．余 長 接続用ｹｰﾌﾞﾙ の余長 路上で接続する場合は地表面から片端４．５ｍ以

上とする。 

マンホール内で接続する場合はスラブ面から片

端４．５ｍとする。 

社団法人 

日本下水道光ﾌｧｲﾊﾞｰ技術協会

下水道光ﾌｧｲﾊﾞｰ技術ﾏﾆｭｱﾙ 

ｹｰﾌﾞﾙ施工編  第４章４.１ 

 
２．４－１ 



検 査 対 象 

工   種 項    目 
規    格    値 摘   要 

５．防 護 マンホール管口部 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

マンホール内 

(1)ロボット工法，サドル工法，情報対応鉄筋コ 

ンクリート管工法 

マンホール管口角部を中心に９０㎝の範囲を

対象として硬質スパイラルスリーブ又は波付

き硬質ポリエチレン管等で防護する。 

(2)サヤ管工法，情報対応硬質塩化ビニル管工法 

マンホール管口角部を中心に９０㎝の範囲を

対象として硬質スパイラルスリーブ等で防護

する。 

ラップシースケーブルの場合はマンホール内

全長に亘りステンレススパイラルスリーブで

保護する。 

(1)各種外装ケーブルの場合 

①硬質スパイラルスリーブ 

  １ｍ程度の短い区間で足場周りとならない 

箇所に設ける。 

 ②波付き硬質ポリエチレン管 

  数ｍ以上の区間で足場周りとならない箇所

及び下水の落下・流路とならない箇所に設け

る。 

 ③ステンレス製カバー 

  足場周りや，マンホール内で流水が直接かか

る箇所に設ける。 

 ④ステンレス鋼鋼管 

  足場周りとなる箇所，マンホール内で異常な

流水により直接圧力のかかる箇所及び中間

スラブ等の削孔箇所及び足掛け金物横断箇

所等でステンレス製カバーで防護できない

箇所に設ける。 

 ⑤埋め込み 

  足場周りとなる箇所及びマンホール内で流

水が直接かかる箇所でステンレス製カバー

やステンレス鋼鋼管による防護が出来ない

箇所とする。 

(2)ラップケーブルの場合 

  露出部分全体を原則としてステンレス製スパ

イラルスリーブ又は波付き硬質ポリエチレン

管にて保護する。 

なお，(1)の保護箇所のうち③，④，⑤項はそ

れぞれに従う。 

社団法人 

日本下水道光ﾌｧｲﾊﾞｰ技術協会

下水道光ﾌｧｲﾊﾞｰ技術ﾏﾆｭｱﾙ 

ｹｰﾌﾞﾙ施工編  第4章4.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社団法人 

日本下水道光ﾌｧｲﾊﾞｰ技術協会

下水道光ﾌｧｲﾊﾞｰ技術ﾏﾆｭｱﾙ 

ｹｰﾌﾞﾙ施工編  第4章4.11 

 

 

 

 

 

 
２．４－２ 



検 査 対 象 

工   種 項    目 
規    格    値 摘   要 

６．接続箱の固定 
 
 
 
 
７．接 続 
 
 
 
 
 
 
 
８．銘板の取付け 
  及び表示 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
９．試 験 

 
 
 
 
 
 
 
 
平均接続損失 
 
 
屈曲直径 
 
明示板･ケーブル 
銘板 
 
 
 
 
接続部下部の銘板 
 
 
 
 
成端箱に取付ける 
銘板 
 
 
 
試験項目及び規格 
 
 
 
 
 
 
 
 

マンホール又はハンドホールの壁面にコンクリ
ートアンカーで固定する。 
 
 
 
ケーブル相互の接続はアーク放電による融着接
続又は光コネクタによる接続とする。 
 
融着接続      0.2dB／箇所以下 
コネクタ接続    2.0dB／箇所以下 
 
融着後心線を納める場合の屈曲直径は６cm以上 
 
管路内に光ファイバケーブルが布設してあるこ
とを明らかにするため，マンホール内に明示板を
設置する。光ファイバケーブルのルート，施工業
者名を明示するためマンホール内のケーブルに
銘板を設置する。 
 
適切な維持管理を行うため接続点の内容を明示
する接続点銘板及びｹｰﾌﾞﾙの行先を明示するｹｰﾌﾞ
ﾙ銘板を設置する。 
 
 
適切な維持管理を行うため設備の内容を明示す
成端箱銘板及びｹｰﾌﾞﾙ心線接続状況一覧を設置す
る。 

社団法人 

日本下水道光ﾌｧｲﾊﾞｰ技術協会

下水道光ﾌｧｲﾊﾞｰ技術ﾏﾆﾕｱﾙ 

ｹｰﾌﾞﾙ施工編  第5章5.5 

 

一般仕様書 

  第４章第６節第４条 

 

 

 

 

 

 

社団法人 

日本下水道光ﾌｧｲﾊﾞｰ技術協会

下水道光ﾌｧｲﾊﾞｰ技術ﾏﾆｭｱﾙ 

ｹｰﾌﾞﾙ施工編  第4章4.19 

 

 

社団法人 

日本下水道光ﾌｧｲﾊﾞｰ技術協会

下水道光ﾌｧｲﾊﾞｰ技術ﾏﾆｭｱﾙ 

ｹｰﾌﾞﾙ施工編  第5章5.6  

 

社団法人 

日本下水道光ﾌｧｲﾊﾞｰ技術協会

下水道光ﾌｧｲﾊﾞｰ技術ﾏﾆｭｱﾙ 

ｹｰﾌﾞﾙ施工編  第6章6.6  

 

社団法人 

日本下水道光ﾌｧｲﾊﾞｰ技術協会

下水道光ﾌｧｲﾊﾞｰ技術ﾏﾆｭﾙ 

ｹｰﾌﾞﾙ施工編  第7章7.4 

２．４－３ 

光ファイバケーブルの最終試験項目及び規格(ＳＭ型光ファイバー) 

試験項目 
測
定 
端 

測定 
対象 測定波長 単

位 施工規格値 記 事 

伝送損失
試 験 

上
部
端 

全心線 1.31μm dB αL+0.11n+0.45√n 
＋β以下(注１) 

α：光ファイバーの伝
送損失規格値(dB/km) 
Ｌ：ケーブル実長(km) 
ｎ：接続点数(注2) 
β：コネクタ・ロス 

接続損失
試 験 

上
部
端
及
び
下
部
端 

全接続点 
全体波形 

1.31μm 
帯 dB 0.9以下 

（各１ヶ所） 

上部側からと下部側か
らとの平均が規格値を 
満足すること。 
又，当該区間接続点 

数以外の箇所におい
て，フレネル反射など
による異常な損失の変
化が無いこと。 
ただし，コネクタ部に 
よるものを除く。 

(注１)光ファイバの種類により式が異なるので注意すること。 
(注２)接続点数は中間接続点以外に，成端箱内の光ファイバ接続点又は成端箱直前の仮接続 
   点を含むこと。 
   βは測定系のコネクタロスを表わし，コネクタ同士をＪ／Ｊアダプタを介して接続する 
   ときの光損失値を示す。（例 SC ｺﾈｸﾀの場合:0.5dB，FC ｺﾈｸﾀの場合:0.7dB） 
      使用する測定器は以下のとおりである。 

 試 験 項 目 測 定 器 用  途 
安定化光源 光線路損失の測定 伝送損失試験 
パワーメーター 光線路損失の測定 

接続損失試験 光パルス試験器(OTDR) 接続点の損失測定 



検 査 対 象 

工   種 項    目 
規    格    値 摘   要 

第５節 電路の絶縁 
 

   

1. 高 圧 電 路 の 
絶 縁 抵 抗 値 

 

 絶縁抵抗値は３ＭΩ以上とする。 内規 3802-1 

 

2. 低 圧 電 路 の 
絶 縁 抵 抗 値 

 

 低圧電路の絶縁抵抗値 

 

新設時の絶縁抵抗値は１ＭΩ以上とする。 

電技 第14条 

 

内規 1345-2 

［参考］  

電 路 の 使 用 

電 圧 の 区 分 

絶 縁 

抵抗値

対地電圧

が150V以

下の場合

0.1MΩ
300V 

以下 
その他 

の場合 
0.2MΩ

300Vを超えるもの 0.4MΩ

3. 特高・高圧 電 路 の 

絶 縁 耐力 

 

電 路 の 種 類 試 験 電 圧 

1 最大使用電圧が7000V以下の電路 最大使用電圧の1.5倍の電圧 

2 最大使用電圧が7000Vを超え15000

Ｖ以下の中性点接地式電路(中性線

を有するものであって,その中性線

に多重接地するものに限る。） 

最大使用電圧の0.92倍の 

電圧 

3 最大使用電圧が7000Vを超え60000

Ｖ以下の電路(2 左欄に掲げるもの

を除く。) 

最大使用電圧の 1.25 倍の電

圧(10500V 未満となる場合

は,10500V) 

4 最大使用電圧が 60000V を超える中

性点非接地式電路(電位変成器を用

いて接地するものを含む。) 

最大使用電圧の1.25倍の 

電圧 

5 最大使用電圧が 60000V を超える中

性点接地式電路(電位変成器を用い

て接地するものを除く。) 

最大使用電圧の1.1倍の電圧

(75000V 未満となる場合

は,75000V) 

電技 第14条 

内規 1345-6 

 

２．５－１ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３章  接 地 工 事 



検 査 対 象 

工   種 項    目 
規    格    値 摘   要 

第１節 接地工事 
1 接 地 抵 抗 
 

接 地 種 別 と 系 統 

接地種別 接地系統 接 地 対 象 機 器 接 地 抵 抗 値 

避   雷 避雷器,避雷装置 

Ａ 種 
特別高圧

 

高   圧

特別高圧及び高圧機器の鉄台,外箱 

特別高圧計器用変成器の２次側電路 

特別高圧,高圧電路の防護装置 

１０Ω以下 

Ｂ 種 

高 低 圧 

 

混触防止

特別高圧,高圧電路と低圧電路を結

合する変圧器の低圧側の中性線 

変圧器,巻線間の混触防止板 

変圧器の高圧側又は特別

高圧側の電路の１線地絡電

流のアンペア数で150を除し

た値に等しいオーム数以下 

Ｃ 種 

低圧300V

超えたもの

ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ 

計装機器 

低圧300Ｖを超える機器の鉄台,外箱 

低圧 300Ｖを超える配線ダクト,配管

計装機器類 

コンピュータ及び周辺機器類 

１０Ω以下 

Ｄ 種 低圧 300V 以下

低圧300Ｖ以下の機器の鉄台,外箱 

低圧300Ｖ以下の配線ダクト,配管 

高圧計器用変成器の２次側電路 

１００Ω以下 

                                    電技 第19条 

                                一般仕様書 

                                  第4章第7節第1条 

注 Ｃ種,Ｄ種接地工事の接地抵抗は,当該電路に地気を生じた場合に,0.５秒以内に自動 

  的に電路を遮断する装置を施設するときは500Ω以下となる。 

 

   次の接地工事の接地極,接地線と他の接地極,接地線と混触してはならない。 

 

  ① 避雷器又は避雷器に関わる装置の接地 

  ② Ｂ種接地 

 

 

 

３．１－１    



 

３．１－２    

検 査 対 象 

工   種 項    目 
規    格    値 摘   要 

2   接 地 線 の 太 さ 
 

接地幹線  一般仕様書 
第4章第7節第2条 

系 統 名 断面積(mm2) 備 考 接地工事 

特高，高圧機器 100 77kV以下 Ａ種 

変圧器中性点 60～100 注１ Ｂ種 

低圧機器 60～100 注１ Ｃ，Ｄ種 

コンピュータ，計装機器 60  Ｃ種 

注 Ｂ種，Ｃ種，Ｄ種接地工事の各接地分岐線導体断面積表よりその系統の 

最大の接地線導体断面積のものを選定する。ただし，最低断面積は６０mm２ 

以上とする。 



 

３．１－３ 

検 査 対 象 

工   種 項    目 
規    格    値 摘   要 

 接地分岐線  

接地種別 接地線の最小太さ（銅線の場合） 備   考 

一般（避雷器を除く） 14mm2以上 一般仕様書第4章第７節第２条

 避雷器 14mm2以上 一般仕様書第4章第７節第２条

 過電流しゃ断器の定格 
高圧の場合 
接地線の太さ

 

Ａ  種 
     100Ａ以下 
     200Ａ以下 
     400Ａ以下 
     600Ａ以下 
     1000Ａ以下 
     1200Ａ以下 

14mm2以上 
 14   〃 
 22   〃 
 38   〃 
 60   〃 
100   〃 

一般仕様書第4章第７節第２条

変圧器一相分の容量：kVA 接地線の太さ  

100V級 200V級 400V級  銅線 

  5まで 10まで 20まで 2.6mm以上

   10    20    40 3.2mm以上

      20    40    75 14mm2以上

      40    75   150 22mm2以上

      60   125   250 38mm2以上

      75   150   300 60mm2以上

     100   200   400 60mm2以上

Ｂ  種 

     175   350   700 100mm2以上

［備考１］ 「変圧器一相分の容
量」とは次の値をいう。 

(1) 三相変圧器の場合は,定格容
量の1/3kVAをいう。 

(2) 単相変圧器同容量のΔ結線
又はＹ結線の場合は,単相変
圧器の 1 台分の定格容量をい
う。 

(3) 同一容量のＶ結線の場合は,
単相変圧器の１台分の定格
容量をいう。 

(4) 異容量のＶ結線の場合は,大
きい容量の単相変圧器の定
格容量をいう。 

［備考２］複数の変圧器で並行運
転する場合の「変圧器一相分
の容量」は各変圧器に対する
［備考１］の容量の合計値と
する。 

［備考３］単相３線式の場合は,
２次側の最大使用電圧で適用
する。   （内規 1350-5） 

 接地線の太さ  

 1.6mm 

低圧電路電源に施設される過電流
遮断器のうち最小の定格電流の容量
により接地線の太さが異なるため内
線規定第1350節第３条を参照。 

接地する機械器具の金属製外
箱配管などの低圧電路の電源側
に施設される過電流遮断器のう
ち最小の定格電流の容量 

銅  線  
Ｃ  種 
Ｄ  種 

 30Ａ以下 
 50Ａ以下 
100Ａ以下 
150Ａ以下 
200Ａ以下 
400Ａ以下 
600Ａ以下 

1,000Ａ以下 
1,200Ａ以下 

1.6mm以上
2mm以上

5.5mm2以上
8mm2以上
14mm2以上
22mm2以上
38mm2以上
60mm2以上
100mm2以上

この表にいう過電流遮断器は,
引込口装置用又は分岐用に施設す
るもの（開閉器が過電流遮断器を
兼ねる場合も含む。）であって,電
磁開閉器のような電動機の過負荷
保護器は含まない。 
 

（内規 1350-3）



 

３．１－４ 

検 査 対 象 

工   種 項    目 
規    格    値 摘   要 

  

その他の機器の接地線の太さ             一般仕様書第4章第７節第２条 

系 統 名 接地線の太さ 

コンピュータ・無停電電源装置・直流電源装置 22 ㎜2以上 

監視盤・操作盤・計装盤・プログラマブルコント 

ローラ・補助継電器盤・中継端子盤・電力変換盤 
14㎜2   〃 

現場操作盤・計装機器 3.5㎜2  〃 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４章  特殊場所工事 



４．１－１ 

検 査 対 象 

工   種 項    目 
規    格    値 摘   要 

第１節 特殊場所工事 

1 水上電線路 

 

 

 

 

 

 

         電線の接続点の高さ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

電技 第145条 

（防爆工事） 
2 粉塵の多い場所 

粉塵防爆 電気設備技術基準（第 192 条）,労働省産業安
全研究所の「工場電気設備防爆指針（粉じん防
爆）」及び消防法による。 

電技 第192条 
内規 3405 

3 可燃性ガス等の
存在する場所 

 

ガス蒸気防爆 電気設備技術基準（第 193 条）,労働省産業安
全研究所の「ユーザーのための工場防爆電気設備
ｶﾞｲﾄﾞ（ガス防爆）」及び消防法による。 

電技 第193条 
内規 3415 

4 危険物等の存在
する場所 

 電気設備技術基準（第 192 条）,労働省産業安
全研究所の「工場電気設備防爆指針（粉じん防
爆）」及び消防法による。 

電技 第194条 
内規 3420 

  

回路 

接続場所 
高  圧 低  圧 

陸上（道路部） 
地表上 

   ５ｍ以上 

地表上 

   ５ｍ以上 

陸上（道路以外） 
地表上 

   ５ｍ以上 

地表上 

   ４ｍ以上 

水     上 
水面上 

   ５ｍ以上 

地表上 

   ４ｍ以上 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第５章  関 連 工 事 



 

５．１－１ 

検 査 対 象 

工   種 項    目 
規    格    値 摘   要 

第１節 関連工事 

 

1 塗装工事 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

塗装箇所の塗料の種別，塗り回数は，原則として次表による。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般仕様書 

第4章第10節第2条 

2 フリーアクセ

スフロア工事 

 アルミニウム合金ダイカスト 

４５０×４５０以上の静電気帯電防止タイル

張りとする。 

パネルの耐重量は 3000Ｎ(300 ㎏)とし，緩衝

材，シート及び支柱を含めた変形量は4.0mm以下

とする。 

 

一般仕様書 

第4章第10節第4条 

3 コンクリート 

打設 

 

 基礎工事コンクリート仕様は，次表による。 一般仕様書 

第4章第10節第3条 

工 程 塗 料 名 
塗り回数
（回） 

標準膜厚 
(μ／回) 

塗布量 
(ｇ／㎡／回) 

下塗り エポキシ樹脂塗料 ２ ６０ ２２０以上 

中塗り 〃 １ ４０ １８０以上 

上塗り ポリウレタン樹脂塗料 １ ２５ １３０以上 

 亜鉛めっき鋼管（板）については，下塗りを省略することができる。ただし， 

エッチングプライマ等の下地処理後，中塗り，上塗りを行う。 

 塗装色については，原則として次による。 

塗 装 箇 所 設置場所 塗 装 色 
日本塗料工業会 

色表番号 
 

屋内設置 7.5BG  6/1.5 ５７－６０Ｃ 淡青
配管，ダクト，プルボックス，

金属製の支持金物架台 屋外設置  5BG  5/2 ５５－５０Ｄ 淡青

電気室，制御室 床 ─── 10GY  6/6 ３９－６０Ｌ 緑 

 

種  別 

コンクリート

設計基準強度

σ28(N／mm2) 

スランプ

(±2.5)

(mm) 

粗骨材 

最大寸法 

(mm) 

備 考 

鉄筋コンクリート ２１ １２ ４０ 
自家発，主変圧器， 
ＧＩＳ基礎等 

１８ １２ ４０ 制御室ピット築造等 
無筋コンクリート 

１８ １２ ２５ 現場盤基礎 



 

５．１－２ 

検 査 対 象 

工   種 項    目 
規    格    値 摘   要 

4 防火区画貫通工  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工法は建築基準法に基づく（財）日本建築セン

ター防災性能評定を受けた工法（ＢＣＪ－防災）

とする。 

 

耐火仕切板   建築省認定不燃1061号 

        繊維混入けい酸カルシウム板 

        25mm厚以上 

 

耐火充てん材  建築省認定不燃1022号 

        ロックウール保湿材 

        密度 150㎏／ｍ２以上 

 

耐熱シール材  ＢＣＪ－防災評定品 

建築基準法第38条 

建築基準法施行令第107条

    第112条15項

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

電気設備施工管理基準（工場製品編）  

 

【 下 水 道 編 】 



施工管理基準（工場製品編） 
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第１章  受 変 電 設 備 



 

 

１．１－１ 

検 査 対 象 

工   種 項    目 
規    格    値 摘   要 

第１節 高圧閉鎖配電盤
  （特高も準じる｡

ただし、GISは
除く。） 

1 外観構造検査 
   ･寸 法 検 査 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  ･ 板 厚 検 査 
 
･ 塗装・膜厚検査 

 
 
2 機構動作試験 
 
 
 
 
 

3 絶縁抵抗測定試験 
 
 

 

承諾図及びＪＥＭ等の規定する内容と相違な
いことを確認する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
承諾図と相違ないことを確認する。 
 
膜厚は測定値の全数が承諾図で規定する値以

上であること。 
 
開閉機器,引出し機器及びｲﾝﾀｰﾛｯｸ等が正常に

動作することを確認すること。 
 開閉機器の操作           50回 
 移動機器の挿入           25回 
 移動機器の引出           25回 
 
主 回 路 ５ＭΩ以上 
制御回路 ５ＭΩ以上 
（AC 7200V以下） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ＪＥＭ 1459 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ＪＥＭ 1425 
 
ＪＥＭ 1425 
 
 
 
ＪＥＭ 1021 
 
 
 

       盤寸法の許容差     単位 mm 

許  容  差 
外 形 寸 法 

Ａ Ｂ 

120を越え 400以下 ±２ ±３ 

400を越え1000以下 ±２ ±４ 

1000を越え2000以下 ±３ ±６ 

2000を越え 4000以下 ±４ ±８ 

4000を越え8000以下 － ±１０ 

備 考 
Ａは枠の寸法許容差を示す。 
Ｂは“枠と扉または各面の組合せ寸法許容差” 
及び“列盤の盤幅寸法許容差”を示す。 



 

 

１．１－２  

検 査 対 象 

工   種 項    目 
規    格    値 摘   要 

 4 耐 電 圧 試 験 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 補助用操作装置 

 

 

 

6 操作・制御試験 

（ｼｰｹﾝｽ試験） 

 

主 回 路 

下記に示す試験電圧を商用周波数で１分間印

加する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

補助回路 2,000Ｖ（対地 １分間） 

 

電気操作装置   連続５回 

空気操作装置   連続５回 

油圧操作装置   連続５回 

 

承諾図の内容と相違ないことを確認する。 

ＪＥＭ 1425 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＪＥＭ 1425 

 

ＪＥＭ 1425 

 

 

                               単位 ｋＶ 

定 格 耐 電 圧 定格電圧 

（実効値） 対地及び相間 断路部の同相極間 

絶縁階級

の種類号

10 ３Ｂ 
3.6 

16 
19 

３Ａ 

16 ６Ｂ 
7.2 

22 
25 

６Ａ 

12 28 32 10Ｂ 

24 50 60 20Ｂ 

36 70 80 30Ｂ 



 

 

１．２－１ 

検 査 対 象 

工   種 項    目 
規    格    値 摘   要 

第 2 節 GIS 特別高圧
    受電装置 

1 外観構造検査 
   ･寸 法 検 査 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  ･ 板 厚 検 査 
 
･ 塗装・膜厚検査 

 
 
2 機構動作試験 
 
 
 
 
 

3 絶縁抵抗測定試験 
 
 

 

承諾図及びＪＥＭ等の規定する内容と相違な
いことを確認する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
承諾図と相違ないことを確認する。 
 
膜厚は測定値の全数が承諾図で規定する値以

上であること。 
 
開閉機器,引出し機器及びｲﾝﾀｰﾛｯｸ等が正常に

動作することを確認すること。 
 開閉機器の操作           50回 
 移動機器の挿入           25回 
 移動機器の引出           25回 
 
主 回 路 ５ＭΩ以上 
制御回路 ５ＭΩ以上 
（AC 7200V以下） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ＪＥＭ 1459 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ＪＥＭ 1425 
 
ＪＥＭ 1425 
 
 
 
ＪＥＭ 1021 
 
 
 
 

       盤寸法の許容差     単位 mm 

許  容  差 
外 形 寸 法 

Ａ Ｂ 

120を越え 400以下 ±２ ±３ 

400を越え1000以下 ±２ ±４ 

1000を越え2000以下 ±３ ±６ 

2000を越え 4000以下 ±４ ±８ 

4000を越え8000以下 － ±１０ 

備 考  
Ａは枠の寸法許容差を示す。 
Ｂは“枠と扉または各面の組合せ寸法許容差” 
及び“列盤の盤幅寸法許容差”を示す。 



 

 

１．２－２  

検 査 対 象 

工   種 項    目 
規    格    値 摘   要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 耐 電 圧 試 験 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 補助用操作装置 

 

 

 

6 操作・制御試験 

（ｼｰｹﾝｽ試験） 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

主 回 路 

下記に示す試験電圧を商用周波数で１分間印

加する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

補助回路 2000Ｖ（対地 １分間） 

 

電気操作装置   連続５回 

空気操作装置   連続５回 

油圧操作装置   連続５回 

 

承諾図の内容と相違ないことを確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＪＥＣ 2350 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＪＥＭ 1425 

 

ＪＥＭ 1425 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       単位 ｋＶ 

定格耐電圧 
定格電圧 

（実効値） 短時間商用周波耐電圧 

［対 地］ 

 72 140 

 84 160 

120 230 

168 325 



 

 

１．３－１  

検 査 対 象 

工   種 項    目 
規    格    値 摘   要 

第３節 断 路 器 1 抵 抗 測 定 
 
2 開 閉 特 性 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 耐 電 圧 試 験 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 漏  れ  試  験 
 
 

形式試験時の１．２倍以下 
 
変動範囲のすべてで支障なく動作すること。   
 
変動範囲の組合せ 
空気操作の場合 
操作圧力      制御電圧（直流電源） 

 １１０％       １２５％ 
 １００％       １００％ 
  ７５％        ７５％ 
直流電気操作のもので操作と制御の回路が同じ
場合 
操作圧力       制御電圧（直流電源） 
 １１０％       １１０％ 
 １００％       １００％ 
  ７５％        ７５％ 
  
下記に示す試験電圧を商用周波数で１分間印

加する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
制御・操作・補助回路の耐電圧試験 
2000Ｖ（対地 1分間） 
ただし,電動機については, 
 ＪＥＣ 2137(誘導機) 
 ＪＥＣ 2120(直流機) による。 
 
空気系統 
 １２時間放置圧力降下 
 定格操作圧力 
 0.98MPa以上  ３％以下 
 0.98MPa未満  ５％以下 
ガス系統 
 定格ガス圧時の漏れ量 
  漏れ量は,当時者間の協議による。 

ＪＥＣ 2310 
 
ＪＥＣ 2310 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ＪＥＣ 2310 
 
 
 
 

定 格 耐 電 圧（ｋＶ） 定格電圧 

（ｋＶ） 対地間 同相主回路端子間 

絶縁階級

（号） 

16 ３Ａ 
3.6 

10 
19 

３Ｂ 

22 ６Ａ 
7.2 

16 
25 

６Ｂ 

10Ａ 
12 28 32 

10Ｂ 

20Ａ 
24 50 60 

20Ｂ 

30Ａ 
36 70 80 

30Ｂ 



 

 

１．４－１ 

検 査 対 象 

工   種 項    目 
規    格    値 摘   要 

第４節 遮 断 器 1 抵 抗 測 定 
 
2 開 閉 試 験 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 漏  れ  試  験 
 

形式試験時の１．２倍以下 
 
２０回連続開閉した後に,次の試験を行う。 
(1)手動開閉試験 
 支障無く開閉を行えること。 
(2)開閉特性試験 
  下表の操作圧力,制御電圧の組合せで開閉を
行い圧力低下,開閉時間などを測定する。 

  定格値における開極時間は銘板の 110％以
内 

 
 
空気操作のもので閉路・開路操作圧力が等しい場合 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

直流電気操作のもので操作と制御の回
路が同じ場合 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
(1)１２時間放置後の圧力低下が許容値以下であ 
  ること。 
(2)許容値は,注文者と製造者の協議による。 
(3)ガス漏れ量の許容値は,注文者と製造者の協 
  議による。 
 
 
 

ＪＥＣ 2300 
 
ＪＥＣ 2300 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                              単位 ％ 

制御電圧（直流電源の場合） 
操作
圧力

閉路 開路 CO動作 0-(θ)-CO動作 

110 125 125 125 － 

110 75 60 75 － 

100 100 100 100 100 

85 75 60 75 － 

                              単位 ％ 

閉 路
(操作･
制御とも)

開 路
(制御)

CO動作
(操作･
制御とも)

0-(θ)-CO動作 
(操作･制御 

とも） 

 110  125  110 － 

 100  100  100 100 

 75  60 75 － 



 

 

１．４－２ 

検 査 対 象 

工   種 項    目 
規    格    値 摘   要 

 4 耐 電 圧 試 験 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

下記に示す試験電圧を商用周波数で１分間印
加する。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
制御・操作・補助回路の耐電圧試験 
2000Ｖ（対地 1分間） 
ただし,電動機については 
 ＪＥＣ 2137-2000（誘導機）による。 
 
 

ＪＥＣ 2300 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

定格耐電圧（ｋＶ） 
定格電圧 
（ｋＶ） 

対 地 間
同相主回路
端子間,異
相主回路間

16 16 
3.6 

10 10 

22 22 
7.2 

16 16 

   12 28 28 

   24 50 50 

   36 70 70 

   72 140 140 

 



 

 

１．５－１ 

検 査 対 象 

工   種 項    目 
規    格    値 摘   要 

第５節 進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ 
 
  高圧コンデンサ 
   特別高圧コンデンサ 
※ 放電抵抗器 

1 外観構造検査 
 
 
2 容 量 試 験 
 
 
3 損 失 率 試 験 
 
4 密 閉 性 試 験 
 
 
5 放電性試験 
 
6 絶縁抵抗測定試験 
 
7 耐 電 圧 試 験 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

仕様書及び承諾図と相違ないことを確認する。 
 
 
定格値の-5～+15％以内且つ任意の２端子間の

容量の最大値と最小値との比が1.08以下 
 
設計値 ≧ 測定値 
 
最高周囲温度＋20℃以上で２時間保持し,漏れ

がないこと。 
 
残留電圧 50V以下／５分 
 
耐電圧試験前後で相違ないこと。 
 
線路端子相互間 2E/1分 又は2.15E/10sec 
                (商用周波電圧) 
又は 
 
線路端子一括と接地端子間 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ＪＩＳ Ｃ 4902 
 
 
ＪＩＳ Ｃ 4902 
 
ＪＩＳ Ｃ 4902 
 
 
ＪＩＳ Ｃ 4902 
 
 
 
ＪＩＳ Ｃ 4902 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              単位 ｋＶ 

回路電圧
雷インパルス
耐電圧試験 

商用周波耐電圧
試験(実効値) 

30 10 
3.3 

45 16 

45 16 
6.6 

60 22 

75 
   11 

90 
28 

125 
   22 

150 
50 

170 
   33 

200 
70 

   66 350 140 

   77 400 160 

 



 

 

１．６－１ 

検 査 対 象 

工   種 項    目 
規    格    値 摘   要 

第６節  変 圧 器 
  

1 巻線の抵抗測定 
 
2 変圧比測定,極性 

試験及び位相変
位試験 

 
 
3 短絡ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ及

び負荷損測定 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 無負荷損及び無

負荷電流測定 
 
 
5 耐 電 圧 試 験 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 負荷時タップ切

換装置の試験 
 
 
 

仕様書及び承諾図と相違ないことを確認する。 
 
無負荷時,指定の巻線間で基準タップ指定変圧

比の±（短絡インピーダンス）／１０（％） 
 （ただし、±０．５％以下） 
 所定ベクトル群記号 
 
(1)２巻線変圧器の分離巻線間，及び多巻線変圧

器の第一に指定の分離巻線間 
  a 基準タップ 
  短絡インピーダンス≧１０％の時 
            保証値の±7.5％ 
  短絡インピーダンス＜１０％の時 
            保証値の±10％ 
  b 基準タップ以外 
  短絡インピーダンス≧１０％の時 
            保証値の±10％ 
  短絡インピーダンス＜１０％の時 
            保証値の±15％ 
(2)単巻結線の巻線間,及び多巻線変圧器の第二 

に指定の分離巻線間 
a 基準タップ    保証値の±10％ 
b 基準タップ以外  保証値の±15％ 

備考  上記以外の巻線間の裕度は,基準タップは
保証値の±15％とし,基準タップ以外は注文
者と製造者の協議により定める。 

全損失  ：保証値の＋10％ 
  
無負荷損 ：保証値の＋15％以内 
無負荷電流：保証値の＋30％以内 
 
 

(1)誘導試験 
 変圧器の一つの巻線の端子に交流電圧を印加
する。 
 ・試験電圧の周波数が定格周波数の２倍以下の 

場合：１分間 
 ･２倍を超える場合は下式により算定した時間 
  (最短 15秒) 
  試験時間(秒)＝120×(定格周波数)／ 

(試験周波数)  
(2)加圧試験 
 基本周波数が40～70Hzの単相交流電圧を各巻 
線ごとに印加し,供試巻線以外はすべて接地す
る。 
 
定格操作電圧で切換試験を行う。 
(1)変圧器を無電圧の状態で,８動作ｻｲｸﾙの切換え 
(2)定格操作電圧の 90％で変圧器を無電圧の状

態で,１動作サイクルの切換え 
(3)変圧器を定格周波数・定格電圧で無負荷励磁

し,１動作サイクルの切換え 
(4)変圧器の一方の巻線を短絡し,定格容量に相

当する電流にできるだけ近い値で,転位又は
極性切換があればその動くところから,なけ
れば中央タップから各方向へ各々２タップの
範囲で１０回の切換え 

ＪＥＣ 2200 
 
ＪＥＣ 2200 
 
 
 
 
ＪＥＣ 2200 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ＪＥＣ 2200 
 
 
 
 
ＪＥＣ 2200 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ＪＥＣ 2200 
 



 

 

１．６－２ 

検 査 対 象 

工   種 項    目 
規    格    値 摘   要 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

変圧器巻線線路端子の試験電圧値    ＪＥＣ 2200 

雷ｲﾝﾊﾟﾙｽ耐電圧試験(kV) 公称電圧

(ｋＶ) 全 波 裁断波 

短時間交流 
耐電圧試験 

(kV) 

30 － 10 
3.3 

45 50 16 

45 － 16 
6.6 

60 65 22 

75 － 
11 

90 100 
28 

100 － 

125 － 22 

150 165 

50 

150 － 

170 － 33 

200 220 

70 

66 350 385 140 

77 400 440 160 

雷インパルス耐電圧試験に耐える設計としない 
変圧器巻線端子の短時間交流耐電圧試験値 

公称電圧(ｋＶ) 試験電圧(ｋＶ) 

0.22以下 ２ 

0.22超過1.1以下 ４ 

1.1 超過3.3以下 １０ 

6.6 １６ 

11 ２５ 

13.2 ３０ 

16.5 ３８ 

22 ５０ 

33 ７０ 



 

 

１．６－３ 

検 査 対 象 

工   種 項    目 
規    格    値 摘   要 

  (参考) 
 温度上昇限度 

 ＪＥＣ２２００に定める試験法で試験した場合ＪＥＣ 2200 
の温度上昇限度 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ＪＥＣ 2200-1995 
 

           連続負荷の油入変圧器の温度上昇の限度          単位 Ｋ 

変  圧  器  の  部  分 温度測定方法 上昇温度 

油自然循環の場合（ＯＮ，ＯＦ） 抵 抗 法 55 
巻線 

油強制循環の場合（ＯＤ） 抵 抗 法 60 

本体タンク内の油が直接外気と接触する場合 温度計法 50 
油 

本体タンク内の油が直接外気と接触しない場合 注(2) 温度計法 55 

鉄心その他の金属部分の絶縁物に近接した表面 温度計法 

近接絶縁物

を損傷しな

い温度 

連続負荷のガス入変圧器及び乾式変圧器の温度上昇温度 
                       単位  Ｋ 

変圧器の部分 温度測定方法 耐熱クラス 上昇温度  

巻  線 抵 抗 法 

Ａ 

Ｅ 

Ｂ 

Ｆ 

Ｈ 

５５ 

７０ 

７５ 

９５ 

１２０ 

鉄心表面 温度計法  

近接絶縁物

を損傷しな

い温度 

 



 

 

１．７－１ 

検 査 対 象 

工   種 項    目 
規    格    値 摘   要 

第７節 負荷開閉器 1 構 造 検 査 
 
2 開 閉 試 験 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 耐 電 圧 試 験 
 
 

承諾図と相違ないことを確認する。 
 
定格制御電圧    変動範囲 
交流 100Ｖ，200Ｖ 75～100％ 
直流 100Ｖ     85～100％ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
下記に示す試験電圧を商用周波数で１分間印

加する。 
 
 

 

ＪＩＳ Ｃ 4605 
 
ＪＩＳ Ｃ 4605 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ＪＩＳ Ｃ 4605 
 
 
 
 

操作方式 開閉条件 開閉回数

手動操作 人力で操作 １０回 

定格制御電圧値 ５回 
電気動力
操作 

７５％電圧 ５回 

                         単位 ｋＶ 

定格電圧 
主回路端子と大地間
及び異相主回路端子
間 

同相主回路
端子間 

制御装置の
充電部と大
地間 

３号Ａ １６ ２５ 
3.6 

３号Ｂ １０ ２２ 

６号Ａ ２２ ３５ 
7.2 

６号Ｂ １６ ２５ 

２．０ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２章  自 家 発 電 設 備 



 

 検 査 対 象 

工   種 項    目 
規    格    値 摘   要 

第１節 発電機 
  
 

1 総合電圧変動率 
     
2 最大電圧降下特性 
 
 
 
3 電圧調整範囲 
 
 
4 温度上昇限度 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

±2.5％以下（非常用±3.5％以下） 
 
０％→100％負荷投入時（低力率負荷） 
30％以下 ２秒以内に最終の定常電圧の－３％

以内 
 
±５％ 
定格回転速度,無負荷時 
 
次表による。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ＪＥＭ 1354 
 
ＪＥＭ 1354 
 
 
 
ＪＥＭ 1354 
 
 
ＪＥＭ 1354 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

２．１－１ 

                                     温 度 上 昇 限 度      （単位 Ｋ）

Ｂ 種 絶 縁 Ｆ 種 絶 縁 Ｈ 種 絶 縁

項 機械の部分 

温

度

計

法 

抵

抗

法 

埋

込

温

度

計 

法 

温

度

計

法 

抵

抗

法 

埋

込

温

度

計 

法 

温

度

計

法 

抵

抗

法 

埋

込

温

度

計 

法 

１ 電機子巻線 70 80 80 85 100 100 － 125 130

２ 絶縁された電機子巻線 70 80 － 85 100 － 105 125 －

3A 多層界磁巻線 70 80 － 85 100 － － 125 －

3B 絶縁された単層界磁巻線 80 80 － 100 100 － 125 125 －

3C 露出した単層界磁巻線 90 90 － 110 110 － 135 135 －

3D 円筒回転子に納めた界磁巻線 － 90 － － 110 － － 125 －

４ 
鉄心その他の機械部分で絶縁

した巻線と近接した部分 
80 － － 100 － － 125 － －

５ 

絶縁されない短絡巻線,鉄心そ

の他の機械部分で絶縁した巻

線に近接しない部分,ブラシ及

びブラシ保持器 

機械的に支障なく,かつ，付近の絶縁物に損傷を 

起こさない温度 

６ スリップリング 80 － － 90 － － 100 － －

軸受（自冷式） 

表面で測定するとき40℃,メタルに温度計素子を埋

込んで測定するとき45℃,耐熱性の良好な潤滑剤を使

用する場合は表面で測定するとき55℃。ただし,冷媒

温度が著しく低い場合及び特殊耐熱潤滑剤によると

きは当事者間でそのたび協定すること。 
７ 

軸受（水冷式） 

軸受用潤滑油を水にて冷却するもの,又は軸受を直

接水にて冷却するものは,当事者間でそのたびに協定

すること。基準冷却水温度は32℃とする。 

 



 

検 査 対 象 

工   種 項    目 
規    格    値 摘   要 

 5 絶縁抵抗測定試験 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 耐 電 圧 試 験 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 過 速 度 耐 力 
 
  
8 不 平 衡 負 荷 
 
9 波形くるい率 
 
 
10 振     動 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

次表による。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
下記に示す試験電圧を商用周波数で１分間印

加する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

無負荷で定格回転数の 120％の速度で２分間
運転しても支障のないこと。 
 
逆相分電流15％に耐えること。 
 
無負荷,定格電圧において10％以下 
（１００ｋＶＡ以下適用除外） 
 
原動機を結合しない場合 

ＪＥＭ 1354 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ＪＥＭ 1354 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ＪＥＭ 1354 
 
 
ＪＥＭ 1354 
 
ＪＥＭ 1354 
 
 
ＪＥＭ 1354 
 
 

 

２．１－２ 

機 械 部 品 の 区 別 絶縁抵抗

定格電圧 600Ｖ以下  ３ＭΩ
電機子各相巻線と大地間

定格電圧 3300Ｖ 6600Ｖ  ５ＭΩ

界磁巻線と大地間  ３ＭΩ

埋込温度計の測温体と大地間  １ＭΩ

機 器 部 品 の 区 別 試 験 電 圧 

電機子各相巻線と大地間 ２Ｅ＋1000Ｖ（最低1500Ｖ） 

界磁巻線と大地間 

界磁巻線がサイリスタ整流器を介し

て励磁される場合10Ｅｘ,又は 

２ＥＡＣ＋1000Ｖ いずれか高い電圧 

（最低1500Ｖ,最高5000Ｖ） 

上記以外の場合 10Ｅｘ 

（最低1500Ｖ,最高5000Ｖ） 

埋込温度計の測温体と大地間  500Ｖ 

備 考  上表中,Ｅは発電機定格電圧,Ｅｘは励磁装置の定格電圧 

     ＥＡＣはサイリスタ整流器の交流側最高電圧（実効値） 

極数 片振幅μｍ 

２極     １０ 

４極     １２．５ 

６極     １５ 

８極以上     １７．５ 

 



 

検 査 対 象 

工   種 項    目 
規    格    値 摘   要 

 11 効     率 
     
 
 
 
 

次表による。                                 ＪＥＭ 1354 
 
                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

２．１－３ 

規 約 効 率 の 保 証 値 

定 格 出 力 発 電 機 効 率 (％) 

ｋＶＡ ｋＷ（力率0.8） ２極～８極 10極～14 

20          16     77.0 － 

37.5          30     80.7 － 

    50          40     82.3 － 

    62.5          50     83.4 － 

    75            60     84.3 － 

   100          80     85.5 － 

   125         100     86.4 － 

   150         120     87.0 － 

   200         160     87.9 － 

   250         200     88.9 － 

   300         240     89.5 － 

   375         300     90.3 － 

   500         400     91.0 － 

   625         500     91.7   91.1 

   750         600     92.1     91.5 

   875         700     92.3     91.8 

 1,000         800     92.6     92.1 

 1,250       1,000     93.0     92.1 

 1,500        1,200     93.3     93.0 

 2,000       1,600     93.7     93.4 

 2,500       2,000 93.8     93.6 

 3,125       2,500     94.0     93.8 

 3,750       3,000     94.1     93.9 

 4,375       3,500     94.2     94.0 

 5,000       4,000     94.3     94.0 

 5,625       4,500     94.3     94.1 

 6,250       5,000     94.4     94.1 



 

 

２．２－１ 

検 査 対 象 

工   種 項    目 
規    格    値 摘   要 

第２節 原 動 機 
 （組合せ検査） 

1 外観構造検査 
 
 
2 絶縁抵抗測定試験 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 耐 電 圧 試 験 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 保護継電器試験 
 

仕様書及び承諾図と相違ないことを確認する。 
 
 
次表による。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
下記に示す試験電圧を商用周波数で１分間印

加する。ただし，電子回路は除く。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
保護継電器が正常に動作することを確認する。 
 

 
 
 
ＪＥＭ 1354 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ＪＥＭ 1354 
 

 測定器 絶縁抵抗値

低圧 ＤＣ５００Ｖメガー ３ＭΩ以上
電機子巻線及び

主回路と大地間 高圧 ＤＣ１０００Ｖメガー ５ＭΩ以上

界磁巻線と大地間 ＤＣ５００Ｖメガー ３ＭΩ以上

制御回路と大地間 ＤＣ５００Ｖメガー １ＭΩ以上

交流側と 
非充電金属部 

充
電
装
置

直流側と 
非充電金属部 

ＤＣ５００Ｖメガー ３ＭΩ以上

試 験 箇 所 試 験 電 圧 

電機子巻線と大地間 ２Ｅ＋１，０００Ｖ（最低１，５００Ｖ） 

界磁巻線と大地間 

界磁巻線がサイリスタ整流器を介して励磁される場合 
１０Ｅｘ又は２ＥＡＣ＋１，０００Ｖのいずれか高い電圧 
（最低１，５００Ｖ，最高５，０００Ｖ） 
上記以外の場合 １０Ｅｘ 
（最低１，５００Ｖ，最高５，０００Ｖ） 

制御回路と大地間 

交流側と 

非充電金属部 

充

電

装

置

直流側と 

非充電金属部 

使用電圧         ６０以下の場合   ５００Ｖ 

使用電圧  ６０Ｖを越え１２５以下の場合 １，０００Ｖ 

使用電圧 １２５Ｖを越え２５０以下の場合 １，５００Ｖ 

使用電圧 ２５０Ｖを越え５００以下の場合 ２，０００Ｖ 

（備考）上表中,Ｅは発電機定格電圧，Ｅｘは励磁装置の定格電圧 
    ＥＡＣはサイリスタ整流器の交流側最高電圧（実効値） 



 

 

２．２－２ 

検 査 対 象 

工   種 項    目 
規    格    値 摘   要 

 5 シーケンス試験 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 保護装置試験 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   不足電圧継電器(ｽｲｯﾁ ON)            ｴﾝｼﾞﾝ始動    電圧確率    遮断器投入(送出信号ON) 

 

          時秒（分）測定 

自動始動         時秒（分）測定 

                 時秒（分）測定 

 

          時秒（分）測定 

手動始動         時秒（分）測定 

                 時秒（分）測定 

 

     命令      遮断器    ｴﾝｼﾞﾝ停止            ロック継電器解放 

 

           

停  止      時秒（分）測定   

                                   時秒（分）測定 

 

保護装置試験の例（実態にあわせて内容を精査すること。） 

保護継電器の種類 設  定  値 動 作 値 ｴﾝｼﾞﾝ停止 遮断器ﾄﾘｯﾌﾟ 警 報 表 示 結 果 

第１回      min-1

過速度

第２回 

     min-1

     min-1

     

潤滑油圧力低下 MPa MPa      

冷却水断水 ※１        

冷却水温度上昇※１ ℃ ℃      

潤滑油温度上昇 ℃ ℃      

始動 ℃ ℃      ※２ 

排気ガス 

温度上昇 運転 ℃ ℃      

空気だめ圧力低下 MPa MPa      

始 動 渋 滞 sec sec      

過   電   流 A A      

過  電  圧 V V      

注）１．※１の項目は水冷式機関に限る。 
  ２．ガスタービンの場合は,上記※２印の項目について計測のこと。 
  ３．過速度試験は,通常２回行う。 

設定値どおり各装置が連動して正常に動作する
ことを確認する。 
なお,保護装置の種類は各機器より異なるので 

次表に例を挙げる。 



 

 

２．２－３ 

検 査 対 象 

工   種 項    目 
規    格    値 摘   要 

 7 始 動 試 験 
  
 
 
 
 
 
8 空気だめ充気試験 
 
 
9 調 速 機 試 験 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 負 荷 試 験 
 
 
 
11 安 全 弁 試 験 
 
 
 
12 停止後の温度測定 
 

エンジン冷態時における始動回数を測定する。 
○空気始動の場合 
 始動１回ごとの空気消費量（圧力降下）を測定 
し,最終始動圧力及び始動回数を確認する。 
○電気始動の場合 
 始動用蓄電池の電圧を測定する。 
 
空気だめ内圧力を 0MPa(0kgf/cm2)とし,規定圧

力までの所要時分を計測する。 
 
定格全負荷に対し負荷容量の 25％から 100％

の間で遮断・投入を行い,発電機の電圧・周波数・ 
回転速度の変動値及び整定までの時間を測定し, 
調速機特性が正常か確認する。 
 
○変化率の計算式（回転速度の場合） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
①負荷遮断 
 瞬時回転速度変化率(%)=(N2-N1)/ N1×100 
  整定回転速度変化率(%)=(N３-N1)/ N1×100 
 
②負荷投入 
 瞬時回転速度変化率(%)=(N３-N４)/ N1×100 
  整定回転速度変化率(%)=(N３-N５)/ N1×100 
     ※瞬時回転速度変化率 10%以内 
      整定回転速度変化率  5%以内 
 
負荷１００％でエンジン及び発電機の温度が

飽和状態になるまで運転し,飽和時点までの温度 
計測を行う。 
 
安全弁の吹出し及び吹下り圧力を測定する。こ

の場合の圧力差は,設定値の１０％以内であるこ 
と。 
 
計測できる構造のものは,停止後速やかに次の 

各部の最高温度計測する。 
 
(1)エンジン 
 ・各クランクピン軸受 
 ・温度 
 ・各主軸受恩を 
 ・油ため（オイルパン） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

      

 
整定時間 

整定時間 

Ｎ１

Ｎ２

Ｎ３

Ｎ５ 

Ｎ４ 

負荷遮断 負荷投入 



 

 

２．２－４ 

検 査 対 象 

工   種 項    目 
規    格    値 摘   要 

  
 
 
 
  
13 騒 音 測 定 
 
 
14 振 動 測 定 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15 そ  の  他 
 

(2)発電機 
 ・電機子線輪と鉄心 
 ・スリップリング 
 ・励磁線輪 
 
仕様書や承諾図に指定された騒音値以下であ

ることを確認する。 
 
ディーゼル機関の場合,下表の値以内であるこ 

と。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
仕様書や承諾図と照合する。 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ＪＥＭ 1354 
 

                        （単位 ㎜）

測定箇所 防振装置取付部の上部近傍 

1. 2. 3シリンダ

の場合 

4. 5. 6シリンダ 

の場合 

左欄のシリンダ

以外の場合 
振  動

(両振幅)
０．８ ０．４ ０．３ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３章  特 殊 電 源 設 備 



 

 

３．１－１ 

検 査 対 象 

工   種 項    目 
規    格    値 摘   要 

第１節 整流器盤 1 外観構造検査 
   ･寸 法 検 査 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ･板 厚 検 査 
 
 ･塗装・膜厚検査 
 
 
2 電圧調整範囲 
 
3 定 電 圧 特 性 
 
4 垂 下 特 性 

 
5 温度上昇試験 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 絶縁抵抗測定試験 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
承諾図と相違ないことを確認する。 
 
膜厚は測定値の全数が承諾図で規定する値以

上であること。 
 
定格直流電圧及び浮動充電電圧の±３％以上 
 
定格直流電圧及び浮動充電電圧の±２％以下 
 
定格直流電流の120％以下 
 
交流定格電圧,定格周波数及び定格出力にお 

いて,各部の温度が一定になった時の温度上昇 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
入力－鉄枠 ３ＭΩ以上 
出力－鉄枠 ３ＭΩ以上 
入力－出力 ３ＭΩ以上  

ＪＥＭ 1459 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ＪＩＳ Ｃ 4402 
 
ＪＩＳ Ｃ 4402 
 
ＪＩＳ Ｃ 4402 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ＪＩＳ Ｃ 4402 
 

                盤寸法の許容差    単位 mm 

許  容  差 
外 形 寸 法 

Ａ Ｂ 

120を越え 400以下 ±２ ±３ 

400を越え1000以下 ±２ ±４ 

1000を越え2000以下 ±３ ±６ 

2000を越え 4000以下 ±４ ±８ 

4000を越え8000以下 － ±１０ 

備 考 
Ａは枠の寸法許容差を示す。 
Ｂは、“枠と扉又は各面の組合せ寸法許容差” 
及び“列盤の盤幅寸法許容差”を示す。 

測 定 箇 所 種 類 温度上昇（単位Ｋ）

サイリスタ    ６５ 

整流ダイオード    ９０ 
整流デバイスの 

ケース 
シリコンドロッパ   １１０ 

耐熱クラスＡ    ５０ 

耐熱クラスＥ    ６５ 

耐熱クラスＢ    ７０ 

耐熱クラスＦ    ９０ 

変圧器,リアクトルの

巻線の表面 

耐熱クラスＨ   １１５ 

      備考 基準周囲温度の限定は,40℃とする。 



 

 

３．１－２ 

検 査 対 象 

工   種 項    目 
規    格    値 摘   要 

 7 耐 電 圧 試 験 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 騒     音 
 
 
9 効     率 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

下記に示す試験電圧を商用周波数で１分間印
加する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
定格運転状態において装置から１ｍ離れた高

さ１ｍの点で,65dB(Ａ特性)以下 
 
整流装置の定格（公称直流電圧 １００Ｖ） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ＪＩＳ Ｃ 4402 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ＪＩＳ Ｃ 4402 
 
 
ＪＩＳ Ｃ 4402 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

整流器用変圧器の 
一次側又は二次側 
電圧の区分 

試験電圧 

単位 Ｖ（実効値）

     60以下    ５００ 

60を越え125以下   １０００ 

125を越え250以下   １５００ 

250を越え500以下   ２０００ 

直 流 交 流 

相数 公称電圧 

Ｖ 

定格電圧

Ｖ 

定格電流

Ａ 

公称電圧

Ｖ 

定格周波

数 Ｈｚ 

入力容量 

ｋＶＡ 

効 率 

％ 

  ５  １．３ ５５以上

 １０  ２．５ ６０以上

 １５  ３．８ ６５以上

 ２０  ５．０ ７０以上

 ３０ ７．４ ７０以上

単相 １００ 注 

５０ 

１００ 

２００ 
６０ 

１２．０ ７０以上

１０ ２．２ ６５以上

１５ ３．２ ７０以上

２０ ４．３ ７０以上

３０ ６．４ ７０以上

５０ １１ ７５以上

７５ １６ ８０以上

１００ ２１ ８０以上

１５０ ３１ ８０以上

２００ ４１ ８０以上

３００ ６２ ８０以上

４００ ８２ ８０以上

５００ １０５ ８０以上

三相 １００ 注 

６００ 

２００ 

４００ 
６０ 

１２４ ８０以上

注 定格直流電圧は,蓄電池１セル当り均等充電電圧に直列蓄電池セル数を 

乗じた数値とする。 



 

 

３．１－３ 

検 査 対 象 

工   種 項    目 
規    格    値 摘   要 

 10 操作・制御試験 
（ｼｰｹﾝｽ試験） 
 

承諾図の内容と相違ないことを確認する。 
 
 
 
 

 
 



 

 

３．２－１ 

検 査 対 象 

工   種 項    目 
規    格    値 摘   要 

第２節  蓄電池 
（アルカリ蓄電池） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(鉛蓄電池) 
 
 
 
 
 
 

 
1 寸 法 検 査 
 
2 放 電 特 性 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 寸 法 検 査 
 
2 容 量 試 験 
 
 
 

 

 
高さ,幅,長さ  ±3mm 
 
周囲温度 25℃±5℃において,放電持続時間

は，試験回数５回以内に下表以上になること。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
高さ,幅,長さ  ±3mm 
 
試験回数５回以内に,定格容量の９５％以上で

あること。 
 
放電終止電圧 
① ベント形（ＣＳ,ＰＳ,ＨＳ） 
  放電終止電圧は,電解液温度２５±２℃にお
い次によること。 
 

 
 
 
 
② 制御弁式（ＨＳＥ,ＭＳＥ） 
  放電終止電圧は,周囲温度２５±５℃におい
て次によること。 

 

 
ＪＩＳ Ｃ 8706 
 
ＪＩＳ Ｃ 8706 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ＪＩＳ Ｃ 8704-1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ＪＩＳ Ｃ 8704-2 
 
 
 

         

放電条件 放電持続特性 

電 流 

（Ａ） 

終止電圧

（Ｖ） 
ＡＭ ＡＭＨ ＡＨ ＡＨＨ 

0.2 Ｃ５ １．０ ５ｈ ５ｈ ５ｈ ５ｈ 

１Ｃ１ １．０ － － － 60 min 

１Ｃ５ １．０ － 40 min － － 

２Ｃ５ １．０ － － 21 min － 

４Ｃ５ １．０ － － － 11 min 

放電電流 0.1 Ｃ10Ａの場合：平均1.80Ｖ／単電池 
放電電流 0.2 Ｃ5 Ａの場合：平均1.75Ｖ／単電池 
放電電流 1.0 Ｃ1Ａの場合：平均1.60Ｖ／単電池 

放電電流 0.1 Ｃ10Ａの場合：平均1.80Ｖ／セル 
放電電流 1.0 Ｃ1 Ａの場合：平均1.60Ｖ／セル 



 

 

３．３－１ 

検 査 対 象 

工   種 項    目 
規    格    値 摘   要 

第３節CVCF装置 
  (ＵＰＳ装置) 
 
 出力 30kVA 以下
に適用 

1 外観構造検査 
     
 
 
2 耐 電 圧 試 験 
 
 
 
3 絶縁抵抗測定試験 
 
4 交流出力電圧精度 
 
 
5 保護機能試験 
 
 
6 監視,計測,警報

機能試験 
 
7 蓄電池接続試験 
 
 
 
 
 
 
(参考） 
入 力 力 率 試 験 
 
出力周波数精度 
 
出力電圧波形ひずみ率 
 
出力電圧不平衡率 
 
騒       音 
 
 
 
 
総 合 力 率 
 
逆 変 換 効 率 
 
出力ピーク電圧 
 
 
入 力 ｲﾝﾗｯｼｭ電 流 
 
 
 
入力過電圧耐量 
 
過 電 流 耐 量 

ＣＶＣＦ装置については整流器盤を参照のこ
と。汎用のＵＰＳ装置についてはメーカーの社内
基準等による。 
 
交流入力端子一括と筐体接地端子間 
 商用周波数 ２０００Ｖ       １分間 
又は,直流 √2（２Ｅ＋１０００）Ｖ   １分間 
 
３ＭΩ 
 
定格交流出力電流の０～１００％の負荷変動

時に定格交流出力電圧に対して±５％以内 
 
装置に装着されている保護機能について動作

確認を行う。 
 
装置に装着されている監視,計測,警報機能に

ついて動作確認を行う。 
 
入力停電時に正常に動作すること。 
試験条件 
(1) 電源急断 
(2) 電源電圧漸次低下 
(3) 定格運転状態で(1)(2)の停電を行い,規定時

間運転後復電 
(4)（参考）蓄電池満充電後,放電時間測定 
 
６０％以上 
 
定格に対し,±２％以内 
 
５％以内 
 
３％以内（単相出力は除く） 
 
全面中央１ｍ,床上１ｍ 
 １ｋＶＡ以下 ５５ｄＢ（Ａ）以下 
１０ｋＶＡ以下 ６０ｄＢ（Ａ）以下 
３０ｋＶＡ以下 ７０ｄＢ（Ａ）以下 
 
定格負荷時   ５９％以上 
 
定格負荷時   ６７％以上 
 
整流器負荷  １００％時 
       定格の√2×９０％以上 
 
１０回以上のＯＮ,ＯＦＦを繰り返し測定。 
最大ピーク電流は,定格入力電流の波高値の１５
倍以下 
 
定格１１５％で異常のないこと。 
 
線 形 負 荷：製造者の定めた耐量 
非線形負荷：整流器負荷１００％ 

 
 
 
 
ＪＥＭ 1464 
 
 
 
ＪＥＭ 1464 
 
ＪＥＭ 1464 
 
 
ＪＥＭ 1464 
 
 
ＪＥＭ 1464 
 
 
ＪＥＭ 1464 
 
 
 
 
 
 
 
ＪＥＭ 1464 



 

 

３．３－２ 

検 査 対 象 

工   種 項    目 
規    格    値 摘   要 

 負 荷 側 短 絡 
 
出 力 切 換 機 能 

過電流保護動作後,再始動可能 
 
出力電圧が０の時間 １／４サイクル以下 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４章  運 転 操 作 設 備 



 

 

４．１－１ 

検 査 対 象 

工   種 項    目 
規    格    値 摘   要 

第１節 高圧ｺﾝﾋﾞﾈ
ｰｼｮﾝｽﾀｰﾀ 

1 外観構造検査 
   ･寸 法 検 査 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ･板 厚 検 査 
 
 ･塗装・膜厚検査 
 
 
2 機構動作試験 
 
 
 
 
 
3 絶縁抵抗測定試験 
 
 
4 耐 電 圧 試 験 

 

承諾図及びＪＥＭ等の規定する内容と相違な
いことを確認する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
承諾図と相違ないことを確認する。 
 
膜厚は測定値の全数が承諾図で規定する値以

上であること。 
 
・開閉機器,引出し機器及びｲﾝﾀｰﾛｯｸ等が正常に動
作することを確認すること。 
 開閉機器の操作           50回 
 移動機器の挿入           25回 
 移動機器の引出           25回 
 
主 回 路 ５ＭΩ以上 
制御回路 ５ＭΩ以上 
 
主 回 路 
下記に示す試験電圧を商用周波数で１分間印

加する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ＪＥＭ 1459 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ＪＥＭ 1425 
 
 
 
 
 
ＪＥＭ 1021 
 
 
 
ＪＥＭ 1225 
 

        盤寸法の許容差     単位 mm 

許  容  差 
外 形 寸 法 

Ａ Ｂ 

120を越え 400以下 ±２ ±３ 

400を越え1000以下 ±２ ±４ 

1000を越え2000以下 ±３ ±６ 

2000を越え 4000以下 ±４ ±８ 

4000を越え8000以下 － ±１０ 

備 考 
Ａは枠の寸法許容差を示す。 
Ｂは“枠と扉または各面の組合せ寸法許容差” 
及び“列盤の盤幅寸法許容差”を示す。 

                              単位 ｋＶ 

耐電圧値  ｋＶ 
定格絶縁電圧

  ｋＶ 

絶縁階級

号 対地間 相 間 
断路部 

同相極間 

3.6 ３Ｂ 10 10 19 

 7.2  ６Ｂ 16 16 25 



 

 

４．１－２ 

検 査 対 象 

工   種 項    目 
規    格    値 摘   要 

  
 
 
5 空間絶縁距離 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 操作・制御試験 

（ｼｰｹﾝｽ試験） 
 

制御回路 
対地間  1500Ｖ １分間印加 
 
次表による。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
承諾図の内容と相違ないことを確認する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ＪＥＭ 1225 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

絶縁階級の種類 

主回路断路部同相極間

の空間絶縁距離 

（最小値 mm） 

３号Ｂ 34 

６号Ｂ 53 



 

 

４．２－１ 

検 査 対 象 

工   種 項    目 
規    格    値 摘   要 

第２節 ｺﾝﾄﾛｰﾙｾﾝﾀ 1 外観構造検査 
   ･寸 法 検 査 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ･板 厚 検 査 
 
 ･塗装・膜厚検査 
 
 
2 絶縁抵抗測定試験 
 
 
3 耐 電 圧 試 験 
 

 
 

4 機構動作試験 
 

5 操作・制御試験 
（ｼｰｹﾝｽ試験） 
 

承諾図及びＪＥＭ等の規定する内容と相違な
いことを確認する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
承諾図と相違ないことを確認する。 
 
膜厚は測定値の全数が承諾図で規定する値以

上であること。 
 
主 回 路 ５ＭΩ以上 
制御回路 ５ＭΩ以上 
 
主 回 路 ２Ｅ＋1000Ｖ／１分 
     （最低1500Ｖ） 
制御回路 1500Ｖ／１分 
 
引出機構 50回 
  
承諾図の内容と相違ないことを確認する。 
 
 
 
 

ＪＥＭ 1459 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ＪＥＭ 1021 
 
 
ＪＥＭ 1195 
 
 
 

        盤寸法の許容差    単位 mm 

許  容  差 
外 形 寸 法 

Ａ Ｂ 

120を越え 400以下 ±２ ±３ 

400を越え1000以下 ±２ ±４ 

1000を越え2000以下 ±３ ±６ 

2000を越え 4000以下 ±４ ±８ 

4000を越え8000以下 － ±１０ 

備 考 
Ａは枠の寸法許容差を示す。 
Ｂは“枠と扉または各面の組合せ寸法許容差” 
及び“列盤の盤幅寸法許容差”を示す。 



 

検 査 対 象 

工   種 項    目 
規    格    値 摘   要 

第３節 可変速装置盤 

(VVVF) 
1 外観構造検査 
   ･寸 法 検 査 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ･板 厚 検 査 
 
 ･塗装・膜厚検査 
 
 
2 絶縁抵抗測定試験 
 
 
3 耐 電 圧 試 験 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4  可変速装置性能検査 
 周 波 数 精 度 
   変 換 効 率 

過 負 荷 耐 量 
 
5  操作・制限試験 
   (ｼｰｹﾝｽ試験) 

承諾図及びＪＥＭ等の規定する内容と相違な
いことを確認する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
承諾図と相違ないことを確認する。 
 
膜厚は測定値の全数が承諾図で規定する値以

上であること。 
 
主 回 路 ５ＭΩ以上 
制御回路 ５ＭΩ以上 
 
下記に示す試験電圧を商用周波数で１分間印

加する。   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
定格周波数の±0.5％以内とする。 
 
９５％以上 
１２０％１分間,又は１５０％３０sec 
 
承諾図の内容と相違ないことを確認する。 

ＪＥＭ 1459 
ＪＥＭＴＲ 148 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ＪＥＭ 1021 
 
 
ＪＥＭ 1265 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

機器標準仕様書 
 
〃 
〃 

 
 

 

４．３－１ 

      盤寸法の許容差     単位 mm 

許  容  差 
外 形 寸 法 

Ａ Ｂ 

120を越え 400以下 ±２ ±３ 

400を越え1000以下 ±２ ±４ 

1000を越え2000以下 ±３ ±６ 

2000を越え 4000以下 ±４ ±８ 

4000を越え8000以下 － ±１０ 

備 考 
Ａは枠の寸法許容差を示す。 
Ｂは“枠と扉または各面の組合せ寸法許容差” 
及び“列盤の盤幅寸法許容差”を示す。 

                            単位 Ｖ 

回 路 区 分 

主 回 路 

定格絶縁電圧 耐電圧値 
補助回路 

２５０ １５００ 

５００ ２０００ 

６００ ２２００ 

１５００ 



 

検 査 対 象 

工   種 項    目 
規    格    値 摘   要 

第４節 補助継電器盤 1 外観構造検査 
   ･寸 法 検 査 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ･板 厚 検 査 
 
 ･塗装・膜厚検査 
 
 
2 絶縁抵抗測定試験 
 
 
3 耐 電 圧 試 験 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 操作・制御試験 

（ｼｰｹﾝｽ試験） 

承諾図及びＪＥＭ等の規定する内容と相違な
いことを確認する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
承諾図と相違ないことを確認する。 
 
膜厚は測定値の全数が承諾図で規定する値以

上であること。 
 
制御回路 １ＭΩ以上 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
承諾図の内容と相違ないことを確認する。 

ＪＥＭ 1459 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ＪＥＭ 1460 
 
 

 

４．４－１ 

      盤寸法の許容差     単位 mm 

許  容  差 
外 形 寸 法 

Ａ Ｂ 

120を越え 400以下 ±２ ±３ 

400を越え1000以下 ±２ ±４ 

1000を越え2000以下 ±３ ±６ 

2000を越え 4000以下 ±４ ±８ 

4000を越え8000以下 － ±１０ 

備 考 
Ａは枠の寸法許容差を示す。 
Ｂは“枠と扉または各面の組合せ寸法許容差” 
及び“列盤の盤幅寸法許容差”を示す。 

              盤の試験電圧          単位 Ｖ

区分 

回路の底角絶縁電圧 
回路 

交流 直流 

試験電圧 

（交流実効値）

60以下 60以下 1000 

60を超え 

250以下 

60を超え 

250以下 
1500 

主回路及び主

回路電位を直

接受ける制御

回路 250を超え 

1000以下 

250を超え 

1200以下 

2E* + 1000 

最低 2000 

60以下 60以下 1000 

60を超え 

250以下 

60を超え 

250以下 
1500 

主回路から絶

縁された制御

回路 250を超え 

1000以下 

250を超え 

1200以下 

2E*+1000 

最低2000 

備 考 
*：Eは，回路の定格絶縁電圧を表す。 



 

 

４．５－１ 

検 査 対 象 

工   種 項    目 
規    格    値 摘   要 

第５節  
 ﾌ゚ ﾛｸ゙ ﾗﾏﾌ゙ ﾙｺﾝﾄﾛー ﾗ盤 
ｼｰｹﾝｽｺﾝﾄﾛｰﾗ 
ﾌﾟﾛｾｽｺﾝﾄﾛｰﾗ 
入出力ﾕﾆｯﾄ 
伝送ﾕﾆｯﾄ 
電源ﾕﾆｯﾄ 

1 ｼｽﾃﾑ検証試験 
 
 
 
 
2 外観構造検査 
   ･寸 法 検 査 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ･板 厚 検 査 
 ･塗装・膜厚検査 
 
 
3 絶縁抵抗測定試験 
 
4 耐 電 圧 試 験 
 
 

承諾図と相違ないことを確認する。 
(システムが２重系の場合,片系ダウン時にシ

ステムが正常に動作していることも確認するこ
と。) 
 
承諾図及びＪＥＭ等の規定する内容と相違な

いことを確認する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
承諾図と相違ないことを確認する。 
膜厚は測定値の全数が承諾図で規定する値以

上であること。 
 
電源～筐体間 １ＭΩ以上 
。 
 
 
 

システムの組み合わせ
によるソフトウェアの確
認 
 
 
ＪＥＭ 1459 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ＪＥＭ 1460 
 
ＪＥＭ 1460 
 
 
ＪＥＭ 1460 

        盤寸法の許容差    単位 mm 

許  容  差
外 形 寸 法 

Ａ Ｂ 

120を越え 400以下 ±２ ±３ 

400を越え1000以下 ±２ ±４ 

1000を越え2000以下 ±３ ±６ 

2000を越え 4000以下 ±４ ±８ 

4000を越え8000以下 － ±１０

備 考 
Ａは枠の寸法許容差を示す。 
Ｂは“枠と扉または各面の組合せ寸法許容差” 
及び“列盤の盤幅寸法許容差”を示す。 

              盤の試験電圧          単位 Ｖ 

区分 

回路の底角絶縁電圧 
回路 

交流 直流 

試験電圧 

（交流実効値）

60以下 60以下 1000 

60を超え 

250以下 

60を超え 

250以下 
1500 

主回路及び主

回路電位を直

接受ける制御

回路 250を超え 

1000以下 

250を超え 

1200以下 

2E* + 1000 

最低 2000 

60以下 60以下 1000 

60を超え 

250以下 

60を超え 

250以下 
1500 

主回路から絶

縁された制御

回路 250を超え 

1000以下 

250を超え 

1200以下 

2E*+1000 

最低2000 

備 考 
*：Eは，回路の定格絶縁電圧を表す。



 

検 査 対 象 

工   種 項    目 
規    格    値 摘   要 

第６節 低圧配電盤・ 
   分電盤・端子盤 

1 外観構造検査 
   ･寸 法 検 査 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ･板 厚 検 査 
 
 ･塗装・膜厚検査 
 
 
2 機構動作試験 
 
 
 
 
 
3 絶縁抵抗測定試験 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

承諾図及びＪＥＭ等の規定する内容と相違な
いことを確認する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
承諾図と相違ないことを確認する。 
 
膜厚は測定値の全数が承諾図で規定する値以

上であること。 
 
開閉機器,引出し機器及びｲﾝﾀｰﾛｯｸ等が正常に

動作することを確認すること。 
 開閉機器の操作           50回 
 移動機器の挿入           25回 
 移動機器の引出           25回 
 
主 回 路 １ＭΩ以上 
制御回路 １ＭΩ以上 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ＪＥＭ 1459 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ＪＥＭ 1265 
 
ＪＥＭ 1425 
 
 
 
ＪＥＭ 1460 
 
 
 

 

４．６－１ 

       盤寸法の許容差     単位 mm 

許  容  差 
外 形 寸 法 

Ａ Ｂ 

120を越え 400以下 ±２ ±３ 

400を越え1000以下 ±２ ±４ 

1000を越え2000以下 ±３ ±６ 

2000を越え 4000以下 ±４ ±８ 

4000を越え8000以下 － ±１０ 

備 考 
Ａは枠の寸法許容差を示す。 
Ｂは“枠と扉または各面の組合せ寸法許容差” 
及び“列盤の盤幅寸法許容差”を示す。 



 

検 査 対 象 

工   種 項    目 
規    格    値 摘   要 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第７節 三 相 誘 導  

電 動 機 
 
 

4 耐 電 圧 試 験 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 操作・制御試験 
（ｼｰｹﾝｽ試験） 
 
1 耐 電 圧 試 験 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
2 特 性 算 定 
 

下記に示す試験電圧を１分間印加する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
承諾図の内容と相違ないことを確認する。 
 
 
次表による。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ・巻線抵抗の試験 
 ・二次電圧の測定 
 ・拘束試験 
 ・無負荷試験 

ＪＥＭ 1460 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ＪＥＣ 2137 
 
 
 
 
 
 

４．７－１ 

項 誘 導 機 及 び 巻 線 の 区 別 試 験 電 圧（実 効 値） 

１ 

一次巻線 

a)定格出力 1ｋＷ(又は１ｋＶＡ)未満 

 (ｲ)Ｅ＜50Ｖ 

 (ﾛ)Ｅ≧50Ｖ 

 

b)定格出力10000ｋＷ(又は10000ｋＶＡ)未満 

  ただし,ａ項該当のものを除く 

 

ｃ)定格出力10000ｋＷ(又は10000ｋＶＡ)以上 

 (ｲ)Ｅ≦2000Ｖ 

 (ﾛ)2000Ｖ＜Ｅ≦6000Ｖ 

 (ﾊ)Ｅ＞6000Ｖ 

 

 

600Ｖ 

500Ｖ＋２Ｅ（最低1000Ｖ） 

 

1000Ｖ＋２Ｅ（最低1500Ｖ） 

 

 

 

1000Ｖ＋２Ｅ 

2.5Ｅ 

3000Ｖ＋２Ｅ 

２ 巻線形二次巻線 

a)逆転又は逆相制動をしないもの 

b)逆転又は逆相制動をするもの 

 

1000Ｖ＋２Ｅ２（最低1200Ｖ）

1000Ｖ＋４Ｅ２（最低1200Ｖ）

３ 誘導周波数変換機の二次巻線 1000Ｖ＋２Ｅ（最低1500Ｖ） 

・上表中,Ｅは定格電圧,Ｅ２は二次端子における静止誘導電圧 

・始動補償器並びに始動抵抗器の試験電圧は,これに接続する巻線の試験電圧に準じる。 

              盤の試験電圧          単位 Ｖ 

区分 

回路の底角絶縁電圧 
回路 

交流 直流 

試験電圧 

（交流実効値）

60以下 60以下 1000 

60を超え 

250以下 

60を超え 

250以下 
1500 

主回路及び主

回路電位を直

接受ける制御

回路 250を超え 

1000以下 

250を超え 

1200以下 

2E* + 1000 

最低 2000 

60以下 60以下 1000 

60を超え 

250以下 

60を超え 

250以下 
1500 

主回路から絶

縁された制御

回路 250を超え 

1000以下 

250を超え 

1200以下 

2E*+1000 

最低2000 

備 考 
*：Eは，回路の定格絶縁電圧を表す。



 

検 査 対 象 

工   種 項    目 
規    格    値 摘   要 

  
 

3 温 度 試 験 
 

空冷型誘導機の温度上昇限度 ＪＥＣ 2137 

 

４．７－２ 

 

耐熱クラス 

Ａ Ｅ Ｂ Ｆ Ｈ 

項 

目 
誘導機の部分 

温

度

計

法

抵

抗

法

埋

込

温

度

計

法

温

度

計

法

抵

抗

法

埋

込

温

度

計

法

温

度

計

法

抵

抗

法

埋

込

温

度

計

法

温

度

計

法 

抵

抗

法 

埋

込

温

度

計

法 

温

度

計

法 

抵

抗

法 

埋

込

温

度

計

法

(a)出力 5000kW（ま

たは kVA）以上の誘

導機の固定子巻線 

― 60 65 ― 75 80 ― 80 85 ― 100 105 ― 125  

(b)出力200kW（また

はkVA）超過、5000kW

（または kVA）未満

の誘導機の固定子巻

線 

― 60 65 ― 75 80 ― 80 90 ― 105 110 ― 125 130

(c)出力200kW（また

は kVA）以下で、項

目 1(d)または 1(e)

以外の誘導機の固定

子巻線 

*1 60 ― *1 75 ― *1 80 ― *1 105 ― *1 125 130

(d)出力 600W（また

はVA）未満の誘導機

の固定子巻線 

*1 65 ― *1 75 ― *1 85 ― *1 110 ― *1 130 ―

1 

(e)冷却扇なしの自

冷形(IC40)・モール

土形誘導機の固定子

巻線 

― 65 ― ― 75 ― ― 85 ― ― 110 ― ― 130 ―

2 
絶縁を施した 

回転子巻線 
― 60 ― ― 75 ― ― 80 ― ― 105 ― ― 125 ―

3 かご形巻線 
この部分の温度上昇は，いかなる場合もその部分の絶縁物や近傍の材料に 

有害な影響を与えないこと。 

4 

整流子・スリップリ

ング・ブラシおよび

ブラシ調整装置 

これらの部分の温度上昇は，いかなる場合もその部分の絶縁物や近傍の材料に 

有害な影響を与えないこと。 

5 

絶縁物との接触に関

係なく鉄心とすべて

の構造構成物 

（軸受を除く） 

この部分の温度上昇は，いかなる場合もその部分の絶縁物や近傍の材料に 

有害な影響を与えないこと。 

*1：製造者と購入者間で合意のある場合，温度計法によって決定してもよい。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第５章  計 装 設 備 



検 査 対 象 

工   種 項    目 
規    格    値 摘   要 

 
第１節 工業計器 
     （全 般） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 安  全  性 
     
 
 
 
 
 
2 絶縁抵抗測定試験 

（参考） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 耐 電 圧 試 験 

(参考) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
空間距離,沿面距離の確保 
（動作電圧ごとに試験電圧が規定） 
 
 
 
 
 
絶縁抵抗と使用すべき絶縁抵抗計の定格電圧

は次表による。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
次表による。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
機器内及びプリント配

線板上の空間距離と沿面
距離，並びに試験電圧の
表 
ＪＩＳ Ｃ  
1010-1 

         
参考：制御装置の絶縁抵

抗等 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

５．１－１ 

定格絶縁電圧 

（直流・交流） 

絶縁抵抗

ＭΩ 

使用すべき絶縁抵抗計

の定格電圧  Ｖ 

     30以下 100 

30を越え60以下 250 

60を越え660以下 500 

660を越えるもの

５ 

1000 

定 格 絶 縁 電 圧 試験電圧交流（実効値）  単位Ｖ 

（直流・交流） １ 種 ２ 種 ３ 種 

    30以下 500 

 30を越え60以下 
250 1000 

 60を越え125以下 500 
1000 

125を越え250以下 1000 1500 
1500 

250を越えるもの ２Ｅ＋1000 ２Ｅ＋1000 ２Ｅ＋1000

注） Ｅは機器の定格絶縁電圧を表す。 



検 査 対 象 

工   種 項    目 
規    格    値 摘   要 

第２節  工業計器 
（直動式指示電気計器）

 
 
 
 

1 許容される誤差 
  及び影響変動値 
 
 
 
2 短時間過負荷 
 
 

 

計器の種類による。 
 
 
 
 
計器の種類による。 
 

ＪＩＳ Ｃ 1102-1 
     ～ 1102-5 
ＪＩＳ Ｃ 1102-8 
     ～ 1102-9 
 
ＪＩＳ Ｃ 1102-2 
     ～ 1102-5 
ＪＩＳ Ｃ 1102-8 
     ～ 1102-9 
 

 

５．２－１ 



検 査 対 象 

工   種 項    目 
規    格    値 摘   要 

第３節 電磁流量計 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 精 度 
     
 
 
 
 
2 流量測定範囲 

 
 
 
 
 
 
 
 
3 液体の温度範囲 
  及び圧力範囲 
 
4 液体の導電率 
 
5 電源(電圧･周波数)

の変動による許
容誤差 
 
 
 
 

6 試 験 方 法 
(精度定格,液体の
圧力範囲,液体の
導電率等) 
 

7 関 連 規 格 
 

精度 
 精度±1%（発信器との組合せ精度） 
 
 
 
 
流量（流速）測定範囲 
 
 
 
 
 
 
 
 
ライニング材による。 
 
 
導電率 ≧ 2mS/m (20μS/cm) 
 
電動変動による誤差 
 
 
 
 
 
 
実流試験による。 
 
 
 
 
鋼管フランジ通則 
電気機械器具の外郭による保護等級CIPコード 
一般構造用圧延鋼材 
水輸送用塗覆装鋼管の異形管 
ステンレス棒鋼 
ダクタイル鋳鉄異形管 
ニッケル及びニッケル合金棒 
チタン及びチタン合金の棒 
タンタル展伸材 

一般仕様書  
第2章第7節第2条 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ＪＩＳ Ｂ 2238 
ＪＩＳ Ｃ 0920 
ＪＩＳ Ｇ 3101 
ＪＩＳ Ｇ 3451 
ＪＩＳ Ｇ 4303 
ＪＩＳ Ｇ 5527 
ＪＩＳ Ｈ 4553 
ＪＩＳ Ｈ 4650 
ＪＩＳ Ｈ 4701 

 

５．３－１ 

フルスケール流量 流量換算値 

最  小 ０～１ m/s 

最  大 ０～１0 m/s 

この流量計で測定できる流量範囲 
     （流速換算値） 

電 動 変 動 出力変化[最大目盛百分率(％フルスケール)]

電源電圧±10％ ±0.5％以内 

電源周波数±2Hz ±0.5％以内 



検 査 対 象 

工   種 項    目 
規    格    値 摘   要 

第４節 液位 レ べ ル計 
 
 フロート式 
 サーボバランス式 
 マイクロ波式 
 静電容量式 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 誤     差 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 ヒステリシス差 

 
 
 
 
 
 
 
 
3 感      度 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 耐      圧 
 
 
 
5 絶縁抵抗測定試験 

 
 
 
 

6 耐 電 圧 試 験 
 
 
  
 
 
 
 

  
 

 誤差の許容値 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヒステリシス差の許容値 
 
 
 
 
 
 
 
 
感  度 
 
 
 
 
 
 
 
 
レベル計受圧部分を最高使用圧力の 1.5 倍の

水圧又は1.25倍の気圧に10分間保持して局部的
な変形,漏れなどの異常が生じないこと。 
 
交流電源： 
 電源端子－設置端子間10MΩ(500V) 
直流電源： 
 メーカー基準による。 
 
下記に示す試験電圧を商用周波数で１分間印

加する。 
 
 
 
 
 
 
 
 

ＪＩＳ Ｂ 7560 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ＪＩＳ Ｂ 7560 
 
 
 
 
 
 
 
 
ＪＩＳ Ｂ 7560 
 
 
JIS B 7554-1993 
 
JIS B 7554-1993 
 
 
 
ＪＩＳ Ｂ 7560 
 
 
 
ＪＩＳ Ｂ 7560 
 
 
 
 
ＪＩＳ Ｂ 7560 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

５．４－１ 

等  級 許容値 mm

A級 １ 

B級 ３ 

C級，S1級及びS2級 － 

等級 許  容  値 

Ａ級 測定液位の±0.02％。 ただし,液位が10m以下のときは±2mm

Ｂ級 測定液位の±0.05％ 。ただし,液位が5m以下のときは±2.5mm

Ｃ級 測定液位の±0.08％ 。ただし,液位が5m以下のときは±4mm 

S1級 任意の液位について±7.5mm 

S2級 測定液位の±10mm 

等 級 感  度 

A級及びS1級 2mmの液位変化に対し1mm以上の指示変化を生じること。

B級及びS2級 4mmの液位変化に対し2mm以上の指示変化を生じること。

C級  

 

                           単位 V 

定格電圧(E) 試験電圧 

150以下 1000 

150を超えるもの 2E+1000 
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検 査 対 象 

工   種 項    目 
規    格    値 摘   要 

第５節  熱電温度計 
 
 
 

 

1 誤差，耐電圧等 
 

 

誤差の許容値,耐電圧等 
 

ＪＩＳ Ｃ 1601 
ＪＩＳ Ｃ 1602 
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検 査 対 象 

工   種 項    目 
規    格    値 摘   要 

第６節   抵抗温度計 
 

1 誤差，耐電圧等 
 

誤差の許容値,耐電圧等 
 

ＪＩＳ Ｃ 1603 
ＪＩＳ Ｃ 1604 
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検 査 対 象 

工   種 項    目 
規    格    値 摘   要 

第１節 情 報 処 理 設 備 
※ 工業用パソコンの

みの場合は 1)の
み行うこと 

1 ｼｽﾃﾑ検証試験 
    
 
 
2 外観構造検査 
   ･寸 法 検 査 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ･板 厚 検 査 
 ･塗装・膜厚検査 
 
 
3 絶縁抵抗測定試験 
 
 
4 耐 電 圧 試 験 
 
 

承諾図と相違ないことを確認する(システムが

２重系の場合,片系ダウン時にシステムが正常に動作

していることも確認すること。)。 
 
承諾図及びＪＥＭ等の規定する内容と相違な

いことを確認する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
承諾図と相違ないことを確認する。 
膜厚は測定値の全数が承諾図で規定する値以

上であること。 
 
電源～筐体間 １ＭΩ以上 
 ただし，電子回路は除く。 
 
 
 

システムの組み合わせ
によるソフトウェアの確
認 
 
ＪＥＭ 1459 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ＪＥＭ 1460 
 
 
ＪＥＭ 1460 
 

       盤寸法の許容差     単位 mm 

許  容  差 
外 形 寸 法 

Ａ Ｂ 

120を越え 400以下 ±２ ±３ 

400を越え1000以下 ±２ ±４ 

1000を越え2000以下 ±３ ±６ 

2000を越え 4000以下 ±４ ±８ 

4000を越え8000以下 － ±１０ 

備 考 
Ａは枠の寸法許容差を示す。 
Ｂは、“枠と扉又は各面の組合せ寸法許容差” 
及び“列盤の盤幅寸法許容差”を示す。 

              盤の試験電圧          単位 Ｖ

区分 

回路の底角絶縁電圧 
回路 

交流 直流 

試験電圧 

（交流実効値）

60以下 60以下 1000 

60を超え 

250以下 

60を超え 

250以下 
1500 

主回路及び主

回路電位を直

接受ける制御

回路 250を超え 

1000以下 

250を超え 

1200以下 

2E* + 1000 

最低 2000 

60以下 60以下 1000 

60を超え 

250以下 

60を超え 

250以下 
1500 

主回路から絶

縁された制御

回路 250を超え 

1000以下 

250を超え 

1200以下 

2E*+1000 

最低2000 

備 考 
*：Eは，回路の定格絶縁電圧を表す。 



検 査 対 象 

工   種 項    目 
規    格    値 摘   要 

第２節 監視操作盤 1 外観構造検査 
   ･寸 法 検 査 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ･板 厚 検 査 
 
 ･塗装・膜厚検査 
 
 
2 絶縁抵抗測定試験 
 
3 耐 電 圧 試 験 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 操作・制御試験 
（ｼｰｹﾝｽ試験） 

承諾図及びＪＥＭ等の規定する内容と相違な
いことを確認する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
承諾図と相違ないことを確認する。 
 
膜厚は測定値の全数が承諾図で規定する値以

上であること。 
 
制御回路 ５ＭΩ以上 
 
以下の表の試験電圧を一分間印可する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
承諾図の内容と相違ないことを確認する。 
 

ＪＥＭ 1459 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ＪＥＭ 1460 
 
ＪＥＭ 1460 
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       盤寸法の許容差     単位 mm 

許  容  差 
外 形 寸 法 

Ａ Ｂ 

120を越え 400以下 ±２ ±３ 

400を越え1000以下 ±２ ±４ 

1000を越え2000以下 ±３ ±６ 

2000を越え 4000以下 ±４ ±８ 

4000を越え8000以下 － ±１０ 

備 考 
Ａは枠の寸法許容差を示す。 
Ｂは、“枠と扉又は各面の組合せ寸法許容差” 
及び“列盤の盤幅寸法許容差”を示す。 

              盤の試験電圧          単位 Ｖ

区分 

回路の底角絶縁電圧 
回路 

交流 直流 

試験電圧 

（交流実効値）

60以下 60以下 1000 

60を超え 

250以下 

60を超え 

250以下 
1500 

主回路及び主

回路電位を直

接受ける制御

回路 250を超え 

1000以下 

250を超え 

1200以下 

2E* + 1000 

最低 2000 

60以下 60以下 1000 

60を超え 

250以下 

60を超え 

250以下 
1500 

主回路から絶

縁された制御

回路 250を超え 

1000以下 

250を超え 

1200以下 

2E*+1000 

最低2000 

備 考 
*：Eは，回路の定格絶縁電圧を表す。 
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検 査 対 象 

工   種 項    目 
規    格    値 摘   要 

第 3節 遠方監視制御設備 1 外観構造検査 
   ･寸 法 検 査 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ･板 厚 検 査 
 ･塗装・膜厚検査 
 
2 通信路 

Ｓ／Ｎ比 
 
  総合ひずみ 
  送信レベル変動 
  回線断検出ﾚﾍﾞﾙ 
 
3 計 測 精 度 
      総合精度  
   （入力～読み） 
   変換器単体精度 
       A/D,D/A等 
 
4 絶縁抵抗測定試験 
 
 
5 耐 電 圧 試 験 
 

 
 
 
 

 
 
6 選択制御動作試験 

 
7 制御電圧変動試験 

 
 
8 監視・制御項目 
  伝送試験 
 

承諾図及びＪＥＭ等の規定する内容と相違な
いことを確認する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
承諾図と相違ないことを確認する。 
膜厚は測定値の全数が承諾図で規定する値以

上であること。 
 
30dB以上（600,1200b/s） 
25dB以上（200b/s） 
±15％以内 
±2dB以内 
10～15dB以下にて動作 
 
精度試験 
 
±2%以内 
 
±0.5%以内 
 
２ＭΩ以上 
 ＤＣ５００Ｖメガ 
 
伝送路結合部端子対対地間 
 商用周波数１５００Ｖ １分間 
電源入力部端子対対地間 
 ＡＣ２００Ｖ又はＤＣ１１０Ｖ 
 商用周波数１５００Ｖ １分間 
 ＤＣ４８Ｖ又はＤＣ２４Ｖ 
 商用周波数 ５００Ｖ １分間 
 
２挙動方式の確認 
 
規定された制御電圧変動範囲内において,動作

が満足されていることを確認する。 
 
承諾図にもとづき入出力の確認を行う。 
 

ＪＥＭ 1459 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ＪＥＭ 1337 

       盤寸法の許容差     単位 mm 

許  容  差 
外 形 寸 法 

Ａ Ｂ 

120を越え 400以下 ±２ ±３ 

400を越え1000以下 ±２ ±４ 

1000を越え2000以下 ±３ ±６ 

2000を越え 4000以下 ±４ ±８ 

4000を越え8000以下 － ±１０ 

備 考 
Ａは枠の寸法許容差を示す。 
Ｂは、“枠と扉又は各面の組合せ寸法許容差” 
及び“列盤の盤幅寸法許容差”を示す。 
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検 査 対 象 

工   種 項    目 
規    格    値 摘   要 

第 4節 工業用テレビ 
  カメラ 
  電動ズーム 

旋回装置(雲台) 
   モニタ 
  中継端子箱 
  制御盤 
  操作卓（盤） 

1 外観構造試験 
 
2 総合動作試験 
  

3 性 能 試 験 
 
 
 
 
 
 
 
4 電圧変動試験 
 
 
5 絶縁抵抗測定試験 
 
 
6 耐 電 圧 試 験 
 

承諾図と相違ないことを確認する。 
 
映像及び制御が正常に動作すること。 
 
被写体照度     設計値を満足すること 
解像度       設計値≦実測値 
旋回範囲      設計値≦実測値 
旋回速度      設計値≦実測値 
自動感度調整機能  設計値を満足すること 
映像出力信号    ＶＢＳ 1.0Ｖp-p 
                ±0.2Ｖp-p 
 
定格電圧を±10％変動してもシステム動作に

異常がないこと。 
 
電源～筐体間 ５ＭΩ以上 
 ただし，電子回路は除く。 
 
電源～筐体間 ＡＣ1000V/1分 
 ただし，電子回路は除く。 
 
 

 
 
システムの組み合わせに
よる確認 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
耐電圧試験の前後で測定
ＤＣ500Vメガ 
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